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第１章 Ｑuickけあを開始する 
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１．Quickけあを起動する 
 

デスクトップに表示されている“Quickけあ”のアイコンをダブルクリックし、“Quickけあ”を起動します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本編

Quickけあが起動します 

ⅰ．アイコンをダブルクリックします。 

ⅱ．職員 IDとパスワードを入力します。

※パスワードを設定していない場合は

入力する必要はありません。 

ⅲ．ログインを押下します。 

職員 ID およびパスワードは職員マスタ

で登録したものを使用します。詳細

は、”Ⅰ基本編 第 2章 初回設定の２．

職員情報を登録する”をご覧ください。 

管理者でログインする場合は以下の ID

とパスワードを使用してください。 

職員 ID：9999999 

パスワード：admini 
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２．Quickの基本操作 
 

 

２-１ トップメニューの構成 

Quickけあにログインすると、下記トップメニューが表示されます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO 項目 内容 
1 ログイン職員 現在、ログインしている職員名が表示されます。 

2 職員を変更する Quickけあを起動した状態で他の職員 IDで再ログインすることができます。 

3 所属サービス事業 所属サービス事業（地域包括支援センター）が表示されます。 

4 業務日誌 
日常業務の内容を日誌として登録することができます。 

業務日誌の内容は介護予防支援経過記録に転送することができます。 

5 リンク 操作マニュアルや Quickけあコミュニティサイト『 みんなの広場 』に移動することができます。 

6 利用者を指定する 利用者を指定することで、各メニュー起動時に指定した利用者が初期選択されます。 

7 メニュー メニューが階層形式で表示されます。 

8 画面／処理 データ入力を行うメニューが表示されます。 

9 帳票印刷 データ出力（印刷）を行うメニューが表示されます。 

10 Quick My メニュー 
画面／処理または帳票印刷のメニューをドラッグ＆ドロップで“Quick My メニュー”に登録でき

ます。詳細は“Ⅴ．便利な機能 ６．QuickMy メニュー”をご覧ください。 

Ⅰ．基本編

１ ２ 

５ 

４ 

６ 

３ 

８ 

７ 

９ １０ 
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２-２ メニュー選択 

Quickけあでは、業務を大分類・中分類に分けて階層的にメニューを配置しています。 
各業務の画面を開くには、「大分類」→「中分類」を選択後、「画面／処理」に表示されるメニューを選択します。 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２-３ Quickけあの一般的な入力画面 

履歴で管理する表形式タイプの画面は、下記の「新規」「編集」「複写」「削除」の共通のボタンで入力できます。 
  
＜例：介護予防サービス・支援計画表＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ボタン 処理内容 
新規 新規にデータを登録する場合は「新規」ボタンを押下します。 

編集 登録済みのデータを変更する場合は「編集」ボタンを押下します。 

複写 
新規にデータを登録する際、過去に登録したデータを複写（コピー）したい場合は「複写」ボタンを押下します。 

※詳細は次ページの“複写機能について”をご覧ください。 

削除 登録済みのデータを削除します。 

Ⅰ．基本編

基本チェックリストの入力画面を開く場合 

①大分類の「介護予防支援」を選択 
②中分類の「アセスメント」を選択 
③画面／処理で「基本チェックリスト」を選択 

① 

② 

③ 
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３．Quickけあを終了する 
 

“Quickけあ”のトップメニュー左下の“終了する”を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

複写機能について 
計画書等の複写は以下の手順で行います。 
 
[介護予防サービス・支援計画表の場合] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．複写を押下します 

ⅰ．複写元の計画書を選択します 

計画書等を 2回目以降作成す

る場合は、前回の内容を再利

用（コピー）して、新規に作成す

ることができます。 

Ⅰ．基本編

“終了する”を押下します。 
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第２章 初回設定 
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１．介護サービス事業者を登録する 
 

スケジュール作成や介護報酬請求時に必要となる事業所の登録を行います。自の地域包括支援センターを登録後、

新規に居宅サービス事業所（予防訪問介護や予防通所介護等）や業務委託先の居宅介護支援事業所の登録が必要

な場合は、以下の手順で登録を行なってください。 

 

１-１ 事業所を設定する 

介護サービス事業者の「事業所番号」、「地域区分」、「事業所名」、「住所」等の登録を行います。 

 

①事業所一覧より、「新規」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事業所番号、地域区分、住所等の情報を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青枠の項目は、事業所の抽出条件で

す。登録済みの事業所を一覧よりサー

ビス種類や事業所番号等の条件で抽

出する場合に使用します。 

1-2 サービス事業の設定

⇒次ページへ 

ⅰ．事業所情報を登録します。 

 
ポイント！ 

背景がピンク色の入力項目 

介護報酬請求データ作成時に必要とな

る項目は、背景がピンクで表示されます 

ポイント！ 

タイトルが青文字で表示されている項目 

タイトルの青文字を押下すると、操作を

円滑に行う様々な機能が動作します。 

Ⅰ．基本編

［メニュー］：基本情報->事業者->介護サービス事業者 

ⅰ．「新規」を押下します。 

 

WAMNET情報取込 

WAMNET からダウンロードした事業

者情報を「Quick けあ」に取込むこと

ができます。詳細は“Ⅴ．便利な機能

の 11.WAMNET 情報取込”をご覧く

ださい。 

地域区分の変更を履歴で管理できます。地域区分

の変更は稀ですが、変更がある場合は、次ページ

の“異動履歴の設定”を参考に設定して下さい。 
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１-２ サービス事業（種類）を設定する 

介護サービス事業者の「体制設備」、「所在地」、「提供時間／休業日」等の登録を行います。 

※設定画面は “1-1 事業所を設定する”画面の右下にある「新規」を押下することで表示されます。 
 
（１） 体制設備を設定する 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．追加するサービス事業に 

該当する体制設備の設定を行います。 

ⅰ．サービス種類を選択し、サービス事

業名を入力します。 

ポイント！ 

施設等区分および人員配置区分は、介

護予防短期入所生活介護等の一部サ

ービス種類を選択した場合のみ設定し

ます。 

異動履歴の設定について 
初回登録時には異動履歴が自動で作成されますので基本的に設定の必要はありませんが、体制設備に変更があった場合

は、“追加”より異動履歴の追加後、体制設備を変更します。 

 

ⅱ．施設等区分および人員配置区分を

設定します。 

 

例：2010 年 4月１日より“サービス提供体制強化加算Ⅰ”を算定する 

ⅰ．“追加”を押下します。 

ⅱ．異動日を設定します。 

 ⇒2010 年 4月１日 

ⅲ．追加した異動日の履歴を選択します。 

ⅳ．対象の項目にチェックします。 

⇒サービス提供体制強化加算Ⅰ 

Ⅰ．基本編

［メニュー］：基本情報->事業者->介護サービス事業者 



Ⅰ-9 

 
 
（２） 所在地等を設定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．生活保護法指定等の情報を入力し

ます。入力できる内容はサービス種類

で異なります。 

※通常変更する必要はありません。 

所在地を入力します。 

Ⅰ．基本編

その他の設定について 

“その他の設定”では、以下の項目を設定することができますが通常変更する必要はありません。 

 

【設定できる項目】 

NO 項目名 説明 

1 生活保護法指定 当該事業所の生活保護法指定有無を選択します。 

2 割引率 当該事業所の割引有無、割引ありの場合は割引後率を設定します。 

3 時間判断/提供時間評価 
サービス提供に対する単位算定時の判断/評価方法を設定することが

出来ます。（詳細は下記参照）※通常変更の必要はありません。 

4 定員数 運営規定の定員数入力を行ないます。（通所系） 

5 
高額→法人軽減 適用優先

順位（～平 17.9.30） 

高額サービス費と法人減免の両方の適用を受ける場合、その適用順

位を設定します。（介護福祉施設） 

※制度としては、”平 17.9.30”で終了しています。 

 
【時間判断/提供時間評価】 

項目名 説明 

時間判断区分 
サービス単位を決める際に必要な時間判断の設定をします。通常は、「含まない」

を選択してください。 

提供時間評価区分 
実施したサービス単位を算定する際に、計画した時間と実施した時間のどちらで算

定するかを設定します。 
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（３） 提供時間および休業日の設定 （サービス種類が居宅サービス系の場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（４） 標準サービス事業の設定（介護予防支援、居宅介護支援の場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ⅰ．“新規”より祝日を設定します。 

ⅱ．“新規”より曜日別の提供時間を設

定します。 

スケジュール作成時に標準サービス事

業で設定したサービス事業が初期選択

されます。 

利用者別に設定する場合は、“Ⅴ．便利

な機能の 7.標準サービス事業の設定”

をご覧ください。 

「×サービス提供しない」を選択すると 

週間スケジュールを月間ケジュールに展開した

際、休業日と重なったサービスは月間スケジュー

ルに取込まれません。 

ポイント！ 

提供時間を設定するとスケジュール作

成時に、提供時間外のスケジュールに

対して“時間外”のメッセージが表示され

るようになります。 

“祝日ﾏｽﾀから取込む”

を押下すると、“基本情

報->その他->祝日”で

登録した祝日が取込ま

れます。 

Ⅰ．基本編
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２．職員情報を登録する 
 

 地域包括支援センターに所属する職員情報を登録します。Quickけあログイン時に使用する職員 IDやパスワードは
当画面で登録を行います。 
 
２-１ 個人情報を登録する 

職員名や住所等の個人情報および所属するサービス事業を設定します。 
 
① 職員一覧より、「新規」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 職員名、職員コード、所属サービス事業者等の各情報を入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青枠の項目は、職員の抽出条件です。

登録済みの職員をフリガナや職員コー

ド等の条件で抽出することができます。 

ⅰ．「新規」を押下します。 

Ⅰ．基本編

ⅰ．職員名、職員コードを入力します。 

ⅱ．所属サービス事業には、「自の地域

包括支援センター」にチェックします。 

ポイント！ 

職員コード 

職員コードは Quickけあログイン時に使

用される職員 ID になります。任意に設

定することができますが、保存すると変

更できません。また別の職員と重複する

番号は設定することができません。 

［メニュー］：基本情報->事業者->職員 

生年月日や住所は必須入力ではあり

ません。必要に応じて入力して下さい。
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２-２ 介護支援専門員情報等を設定する 

介護支援専門員の有無を選択します。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．介護支援専門員の有無を選択します。 

 

【介護支援専門員の場合】 

“介護支援専門員である”を選択し、介護支援専

門員番号を入力します。 

 

【介護支援専門員以外（社会福祉士等）の場合】

“介護支援専門員でない（担当利用者を設定）”の

選択のみ行います。 

 

★「設定しない」を選択すると、委託（担当利用者）

管理が行えなくなりますので選択しないで下さい。 

担当利用者の設定 

当画面では担当利用者の登録が行えますが、 

通常は下記メニューの委託管理画面から登録を行ってください。 

詳細は、“Ⅰ．基本編 第３章 利用者情報を登録する 2．担当利

用者（業務委託を含む）の管理を行う”をご覧ください。 

Ⅰ．基本編

［メニュー］：基本情報->事業者->職員 
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２-３ 採用・退職情報やパスワード等を設定する 

その他では、Quickけあの動作に関する項目を任意に設定します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

採用・退職情報を設定できます。 

ポイント！ 

退職日の入力 

退職日の入力を行うと、退職日以降は 

当該職員 ID でログインできなくなりま

す。 

ログイン時のパスワードを設定できます 

 

バックアップ通知メッセージを表示する

担当者にチェックを入れます。 

 
ポイント！ 

バックアップ担当者 

バックアップ時に通知メッセージを表示

する職員を指定している場合、当画面で

設定した職員が対象になります。 

 

地域包括支援センターシステムでは、設定の

必要はありません。 

Ⅰ．基本編

［メニュー］：基本情報->事業者->職員 
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３．保険者情報を登録する 
 

 事業者や利用者情報の登録時に必要となる保険者の情報を登録します。 

 

［メニュー］：基本情報->行政・機関->保険者 

 
① 保険者一覧より、「新規」を押下します。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
② 保険者名および保険者番号を入力します。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「新規」を押下します。 

ⅰ．“保険者番号”および“保険者名”を

入力し、法人減免端数処理方法にチェ

ックします。 

ポイント！ 

法人減免端数処理方法（～平 17,9,30） 

法人減免の端数処理方法は平成 17 年

9月 30日で廃止になっておりますので、

必要ない場合は任意に選択して下さい 

地域密着型サービス/特定施設入

所者介護サービス費に対して保険

者独自（標準と異なる）の単位を持

つ場合に登録します。 

通常設定する必要は 

ありません 

ⅱ．「保存」を押下します。 

Ⅰ．基本編
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４．請求対象事業所の設定を行う 
 

 自の地域包括支援センターを請求対象の事業所に設定します。 

 

請求対象事業所の設定   ［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本編

ⅱ．自の地域包括支援センターにチェックします。 

請求対象事業所の設定

画面でチェックされた事

業所が表示されます。 

ⅰ．“請求対象事業所の設定”

を押下します。 
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５．介護報酬請求データの提出方法および出力先を設定する 
 

介護報酬請求データの提出方法や出力先を設定します。 
 

介護報酬請求データの提出方法および出力先を設定する 

                              ［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 

 
提出方法および参照先例 

提出方法 参照先例 

国保中央会伝送通信ソフト C:¥Kaigo¥kaigo_d¥Datasend  

FD A:¥ 

 

例：国保中央会伝送通信ソフトを使用する場合 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本編

ⅱ．“伝送”にチェックし“参照”を 

押下します。 

FD への出力方法 

FD に出力する場合、帳票様式および

提供年月別に FD を分けて出力するこ

とができます。 

ⅰ． “環境設定”を押下します。 

ⅲ．対象のフォルダを選択し、

“OK”を押下します。 
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６．国保中央会伝送通信ソフト受信フォルダの設定 
 

国保中央会伝送通信ソフトをご利用されている場合、国保連より受信したデータを Quickけあ上で帳票として出力する
ことができます。 

 

国保中央会伝送通信ソフト受信フォルダの設定 

                              ［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 

 
[国保中央会伝送通信ソフト受信フォルダの参照先] 
例：C:¥Kaigo¥kaigo_d¥Datarcv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．基本編

ⅰ． “参照”を押下します。 

ⅲ．対象のフォルダを選択し、

“OK”を押下します。 
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７．各種設定 
 

 Quickけあ運用に関する環境およびシステム等の設定を行ないます。 

 

７-１ 環境設定（介護予防サービス・支援計画表） 

介護予防サービス・支援計画表に関する設定を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 《使用システム区分》 

 
 《支援計画表必要プログラム欄出力方法》 
 
 
 

NO システム区分 説明 
１ 通常版（新） 介護予防サービス・支援計画書の標準的な様式です。 
２ 通常版（旧） 通常版（新）と同一の様式になりますが入力画面が異なります（Build33以前の画面） 
３ 東京版 東京方面で使用されている様式です。 

「○印」を出力 「（該当件数）/（チェック項目数）」 
「○印」 

「（該当件数）/（チェック項目数）」 

介護予防サービス・支援計画表の「使用システム

区分」を選択します。（下記参照） 

「サービス担当者会議の要点/照会」の登録画面

の表示有無を選択します。 

チェックすると、介護予防サービス・支援計画表

③（A４）版を出力する際、入力内容が次ページ

に及ぶ場合は改ページ後の先頭行に各列の文

言が出力されます。 

介護予防サービス・支援計画表の「必要プログラ

ム欄出力方法」を選択します。（下記参照） 

支援計画表Ａ３版の帳票に出力された各課題に

総合的課題に応じた見出し番号を割り振ります。 

Ⅰ．基本編

［メニュー］：介護予防支援->その他->環境設定 
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７-２ システム設定 

システム設定では、Quickけあの運用に関する項目を設定します。 
 
 ①福祉用具貸与明細の記載方法 
サービス利用票・提供票に記載する“福祉用具貸与明細記載内容”を選択することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（福祉用具貸与明細の記載例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム設定 サービス提供表 記載例 

種目名 

 

種目名＋適用記載内

容 
 

種目名＋備考  

備考  

Ⅰ．基本編

［メニュー］：システム管理->システム情報->システム設定 

福祉用具貸与の入力画面 
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 ②居宅療養管理指導の記載有無 
限度額管理対象外の居宅療養管理指導を、サービス利用票・サービス提供票に記載するか設定できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 《「記載する」を選択した場合》 
 
 
（居宅療養管理を「記載する」に指定した場合の帳票記載例） 

 
 
 《帳票サンプル：サービス提供票》 
 
 
 
 
 
 
 
 

①サービス利用票・提供票に「居宅療養管理指導」のサービスが記載されます。 
②サービス提供票等の印刷画面より居宅療養管理指導事業所へのサービス提供票の発行が可能になります。 

Ⅰ．基本編
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 ③利用者 IDの自動採番方法について 

「新規」または「複写」による利用者登録時の利用者 IDの自動採番方法を変更することができます。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［メニュー］：基本情報->利用者->利用者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《自動採番方法の設定》 
自動採番を行なう場合以下の設定が可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［メニュー］：システム管理->システム情報->システム設定 

 

①自動採番する最大桁数 

“自動採番する最大桁数”を指定することができます。 

※自動採番時は指定した最大桁数の中で利用者 IDの最大値 

に“+１”されます。（最大桁数以上の IDは無視されます） 

②桁数に満たない場合は前ゼロを付加する 

指定した最大桁数に満たない場合は、最大桁数まで 

利用者 IDの前に“0”を追加します。 

現在登録されている利用者

IDの最大値が「1」 

“自動採番する”を押下すると現在登録されている 

利用者 IDの最大値に“+１”した番号が割振られます。 

※英文字が含まれている利用者 IDは無視されます。 

利用者の「新規」および「複写」 

登録時のみ“自動採番する”が 

表示されます。 

Ⅰ．基本編



Ⅰ-22 

 
 
 ④月定額サービス明細表示タイプ 
 サービス利用票・提供票に記載する月定額サービスの表示方法を変更することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  「１．月定額明細とサービス詳細を分ける」表示例 
 
 
 
 
 
  「２．月定額明細にサービス詳細を表示（日割除く）」表示例 
 
 
 
 

サービス詳細とは別に月定

額サービスの明細が表示さ

れます。 

サービス詳細のみ表示され

ます。 

以下から表示タイプを選択します。 

 １．月定額明細とサービス詳細を分ける 

 ２．月定額明細にサービス詳細を表示（日割除く） 

Ⅰ．基本編
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 ⑤印刷に関すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《 帳票サンプル 》 

ｶﾗｰ モノクロ（256階調） 

  

 
 

プリンターの印刷設定で“白黒”と“カラー”が自動判別されて出力される場合、本システム設定画面の印刷色の設定で“モノク

ロ（2～256階調）”を選択することによりカラーを含む帳票を白黒に変換し印刷することができるようになります。 

カラーを含む帳票を“モノクロ（2～256階調）”に変換することができます。 

階調数に比例して綺麗に出力されます。プリンターに対応した階調を 

選択してください。 

※初期設定は“カラー（従来通り）”が選択されています。 

 

本設定は 

職員別に行なえます。 

Ⅰ．基本編
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７-３ 郵便番号マスタの取込み 

 郵便番号検索機能を使用する場合、事前に以下の画面より郵便番号マスタを取込む必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．郵便番号の情報を取得する都道府県

にチェックします。 

ⅱ．「取込」を押下します。 

ファイルの「参照」先は変更する必要

ありません。 

※参照される郵便番号・住所のデータ

は、ご提供（リリース）時点で最新のも

のになっております。 

ポイント！ 

最新都道府県住所ファイルの適用方法 

最新の郵便番号・住所のデータファイルは、日本郵便 HPの下記ページに公開されておりますので、 

随時最新版をご使用されたい場合は、下記手順を行なってください。 

 

1.下記 URLより、圧縮形式（LZH）の郵便番号・住所マスタ（全国一括）をダウンロードします。 

  <日本郵便都道府県住所 URL> http://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/oogaki.html 
 

2.ダウンロードしたファイルを任意の圧縮解凍ツールで解凍してください。 

 

3.解凍したファイル「KEN_ALL.CSV」を下記フォルダの直下に上書きコピーします。 

 <上書き先フォルダ> Ｑｕｉｃｋけあインストールドライブ:¥QuickCare:¥基本情報 

 ※通常「C:¥QuickCare」となります。 

 

4.上記手順で対象の都道府県にチェックを入れ、『取込』を押下してください。 

Ⅰ．基本編

［メニュー］：基本情報->その他->郵便番号/住所 

http://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/oogaki.html
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第３章 利用者情報を登録する 
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１．利用者を新規に登録する 
 

 利用者の登録では、利用者のＩＤ番号、利用者名など利用者固有の基本情報の登録から、介護保険証、要介護認定

情報など介護保険に関わる情報、利用者との契約期間の登録を行います。 
 
 【利用者の登録イメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１-１ 個人情報を設定する 

利用者名や住所、家族などの個人情報を設定します。 

 
① 利用者一覧より、「新規」を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青枠の項目は、利用者の抽出条件です。

登録済みの利用者を一覧から介護支援

専門員や利用状況等の条件で抽出する

場合に使用します。 

 

ⅰ．「新規」を押下します。 

ポイント！ 

登録済みの利用者が表示されない場合 

登録済みの利用者が表示されない場合

は、「条件クリア」を押下後、再度確認を

行って下さい。 

Ⅰ．基本編

利用者の住所やご家族などの

個人情報を設定します。 

1-1：個人情報 

介護保険情報、公費など介護報酬

請求に関する情報を設定します 

1-2：介護保険情報 

地域包括支援センターとの契約期間

や届出年月日を設定します。 

1-3：利用状況 

利用者基本情報（予防）に記載する 

相談内容などを設定します 

1-5：介護予防 

利用者基本情報（予防）に記載する

疾病状況を入力します。 

1-4：疾病状況その他 
※介護報酬算定情報の入力は必要

ありません。地域包括支援センター

以外の他システムで使用される内容

になります。 

 ［メニュー］：基本情報->利用者->利用者 (個人情報) 
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② 個人情報タブに情報を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⇒家族情報の登録 

ポイント！ 

利用者ＩＤの付与 

利用者ＩＤは半角英数字で任意に設定

できます。なお、“自動採番する”を押下

すると、現在登録されている利用者 ID

の最大値“+１”の番号が割振られます 

★一度保存した IDは変更できませんの

で、ご注意ください。 

ⅱ．住所や電話番号等を設定します。 

ⅰ．利用者名等の入力を行います。 

※全項目必須入力になります。 

ポイント！ 

顔写真の挿入 

画面右上の画像を右クリックすると表示

される「参照」より、画像（顔写真等）の

挿入を行うことができます。 

 

ⅲ．「新規」より、家族情報を登録しま

す。 

★「家族構成図

を編集」を押下す

ると家族構成図

の作成画面が開

きます。詳細は

次ページをご覧

下さい。 

個人情報 

勤務先 

備考 

基準日に応じた利用者

基本情報の帳票をプレ

ビューすることができま

す。 

 

画像部分を右クリック 

▲を押下すると

画像が拡大 

表示されます。 

Ⅰ．基本編



Ⅰ-28 

 
 
家族構成図の作成 
 
「Quickけあ」では、素材をキャンバスにドラッグ&ドロップすることで簡単に家族構成図を作成することができます。 
また、登録した家族構成図はテンプレートとして保存することができ、他の利用者に再利用することが可能です。 
 
《 家族構成図の作り方 》 
 
① 素材の上にマウスを移動します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
② 素材の上でマウスの左ボタンを押したまま、キャンバスの上にマウスを移動し左ボタンを離します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画像以外の素材 

タブを切替えることで画像以外の素

材を選択することができます。 

ⅰ．素材の上にマウ

スを移動します。 

ⅱ．キャンバスの上

でマウスの左ボタン

を離します。 

ⅰ．マウスの左ボタ

ンを押したまま、マ

ウスをキャンバスに

移動します。 

文字タブ 

図形タブ 

Ⅰ．基本編
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《 便利な機能 》 
 
◇テンプレートとして保存する 
 作成した家族構成図は、テンプレート（雛形）として保存する事ができ、他の利用者で再利用する事ができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇テンプレートを読み込む 
 上記で、テンプレートとして保存された家族構成図を読み込みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．家族構成図を 

作成します。 

ⅱ．「テンプレートと

して保存する」を押

下します。 

ⅲ．テンプレート名

を入力します。 

ⅳ．「OK」を押下します。 

ⅰ．テンプレートを

選択します。 ⅱ．「読み込み」を 

押下します。 

ⅲ．家族構成図が

読み込まれます。 

Ⅰ．基本編
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《 素材マスタの登録》 
 家族構成図に使用する素材（画像や図形、文字）を登録することができます。 

 

例：画像タイプの素材を登録する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．登録する素材のタイプ（画像）を選択します。 

ⅰ．“素材マスタの登録”を押下します。 

ⅲ．“新規”を押下します。 

ⅳ．“画像選択”を押下し画像を選択します。 

※素材登録画面は素材タイプによって異なります。 

Ⅰ．基本編
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１-２ 介護保険情報を設定する 

要介護認定情報や公費等の介護保険に関する情報をタブごとに設定します。 
 
（１） 介護保険証／要介護認定情報を設定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ.「新規」を押下します。 

ⅱ.申請種別等を入力します。 

ポイント！ 

申請種別 

通常は「新規または更新認定申請」とな

りますが、月途中で介護度が変更した

場合は、次ページの“区分変更時の登

録”をご覧ください。 

ⅱ.介護保険被保険者証を参考に入力

各項目を入力します。 

※月途中で転入等が行なわれた場合の登録方法 

月途中に転入、生活保護単独受給からの介護保険併用への切り替わりが行なわれた場合、 

通常の登録方法とは異なります。 詳細はＦＡＱをご覧ください。 

ポイント！ 

区分支給限度基準額 

区分支給限度基準額は、要介護認定区

分および認定有効期間を入力すること

により、自動入力されます。 

ポイント！ 

保険者名のタイトルを押下すると 

保険者の登録画面が開きます。 

背景がピンク色の項目は 

必須入力になります。 

《 認定情報/区分支給限度基準額 》 

Ⅰ．基本編

 ［メニュー］：基本情報->利用者->利用者 (介護保険情報) 
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区分変更時の登録 
例：月途中の４月１６日に、要介護２⇒要支援１に区分変更になった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定情報 

区分状態 要介護度 認定有効期間 
①変更前 要介護 2 21年 1月 1日 ～ 22年 12月 31日 
②変更後 要支援１ 21年 4月 16日 ～ 22年 12月 31日 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本編

② 要  支  援  １ 

① 要  介  護  ２ 

４月 

（ １日 ～ １5日 ） （ １６日 ～ ３１日 ） 
16日 

５月 

ⅱ．“区分変更申請”を選択し、 

最新の認定情報を入力します。 

前回（区分変更前）の認定情報は変更しないで下さい 

【登録方法】 

ⅰ．区分変更前の認定情報を選択し、

“複写”を押下します。 

ⅲ．“設定”を押下します。 

前回の認定有効期間と最新の

認定有効期間が重複しますが 

問題ありません。 
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（２） 公費を設定する 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公費 12：生活保護の入力例 

公費負担者番号・受給者番号は「公費」、保険者番号・被保険者番号以下は「介護保険証/要介護認定情報」に登録します。 

 

 

 

 

 

↑生活保護介護券 

ⅰ.「新規」を押下します。 

ⅱ.公費の種類を選択します。 

ポイント！ 

交付本人支払額 

交付本人支払額は、施設サービス（特

養等）の利用者に必要な情報であり、通

常入力の必要はありません。 

ⅲ.公費負担者番号や適用年月日等の 

入力を行ないます。 

有効期限の設定 

公費の有効期限は一部※を除き、必須入力となっております。生活保護法などで“公費負担者番号”と“公費受給者番号”に

変更がない場合は、未来の日付（平成 99 年 12 月 31日）を設定する方法もあります。 

※公費 81：原爆・福祉/19：原爆・一般疾病医療については、『有効期限』が『未設定』状態でも登録することが可能です。 

「公費」タブ 

 

「介護保険証／要介護認定情報」タブ 

 

Ⅰ．基本編
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（３） 保険給付制限・減免等を設定する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ.「新規」を押下します。 

ⅱ.有効期間を設定します。 

ⅲ.給付率を設定します。 

ポイント！ 

設定された給付率は、サービス利用票

別表に反映されます。 

保険給付制限/減免等 

介護保険料を滞納していると、その未納期間に応じて、給付制限を受けることになります。また逆に、災害などの特別な事情

により、介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。 

Ⅰ．基本編
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１-３ 利用状況を設定する 

介護保険被保険者証に記載された届出年月日や地域包括支援センターとの利用開始日を設定します。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「居宅介護支援/地域包括支援」のタ

ブを選択します。 

ⅱ.「新規」を押下します。 

ⅲ.サービス種類より「46：介護予防支

援」を選択し、サービス事業名より当該

事業所を選択します。 

ⅳ.利用開始年月日を入力します。 

ポイント！ 

利用終了年月日 

利用終了日は地域包括支援センターと

の契約が終了した場合に入力します。 

「その他」のタブは基本的に設定する必

要はありません。 

※「その他」のタブ 

「その他」のタブはプラン作成や保険者請求時に必要な項目ではない為、 

基本的に設定する必要はありません。 

 

Ⅰ．基本編

 ［メニュー］：基本情報->利用者->利用者 (利用状況) 

ⅴ.介護保険被保険者証に記載され

た届出年月日を入力します。 
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１-４ 疾病状況を設定する 

病状況を設定します。設定した内容は利用者基本情報（予防）の帳票に記載されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ.「新規」を押下します。 

ⅱ.疾病状況を入力します。 

ポイント！ 

治癒時期の入力 

治癒時期の入力を行なう場合は、“治癒

の有無”で「治癒有り」にチェックします。 

Ⅰ．基本編

 ［メニュー］：基本情報->利用者->利用者 (疾病状況) 
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１-５ 介護予防情報を設定する 

介護予防情報を設定します。入力した内容は利用者基本情報（介護予防）の帳票に記載されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「新規」を押下します。 

ポイント！ 

相談情報の入力 

相談情報は履歴で管理されています。 

相談情報の追加を行う場合は、新規（2

回目以降は複写可）より、相談情報の

入力を行ないます。 

★「新規」を押下していない状態では、 

相談情報の入力は行なえません。 

ⅱ．整理番号や作成担当者を入力しま

す。 

ポイント！ 

整理番号 

整理番号を押下すると、番号が自動採

番されます。設定された整理番号は、介

護予防サービス・支援計画表（帳票）に

表示される「NO」に取り込むことができ

ます。 

ⅲ．相談情報①等の各種タブに情報を

入力します。 

相談情報① 
相談情報② 

障害認定等 
介護予防関係① 介護予防関係②

現在利用サービス 

Ⅰ．基本編

 ［メニュー］：基本情報->利用者->利用者 (介護予防) 
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２．担当利用者（業務委託を含む）の管理を行う 
 

 委託管理画面では居宅介護支援事業所への委託状況を管理することができます。登録された委託先事業所と担当

介護支援専門員の情報は、給付管理票（様式 11）に反映されます。また、委託管理では自の地域包括支援センターの

介護支援専門員に対する担当利用者の管理も同様に行えます。 

 
 

２-１ 委託管理の画面構成 

委託管理の登録画面は以下のようなイメージで構成されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画面構成 

  

 

 

 

 

 地域包括支援

センター 

介護支援専門員 

社会福祉士 

地域包括支援センターの職員が一覧で

表示されます。 

左画面で選択された職員の担当利用者が一覧表示されます。業

務委託を行なった利用者には委託先の情報が表示されます。 

利用者 B 

 

担当期間：平成 21年 4月～ 

介護支援専門員：介護 太郎 

 

利用者 A 

 

業務委託先 

Ⅰ．基本編

 ［メニュー］：介護予防支援->その他->委託管理 

一覧に表示される職員

や利用者を各種条件で

抽出することができま

す。 

複数利用者に対して一

括して異動処理を行な

うことができます。詳細

は、“2-4 複数利用者

に対して一括して異動

処理を行なう”をご覧く

ださい。 
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２-２ 業務委託先の情報を設定する  

業務委託先の居宅介護支援事業所や介護支援専門員の情報を設定します。 
 
（１） 業務委託先の居宅介護支援事業所を設定する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「契約サービス事業」を押下します。 

ⅲ．委託先の居宅介護支援事業所を選

択します。 

ⅳ．契約期間を設定します。 

ⅱ．「新規」を押下します。 

ポイント！ 

居宅介護支援事業所の選択 

居宅介護支援には、以下のメニューに

て登録された事業所が表示されます。 

[メニュー]：基本情報->事業者->介護サ

ービス事業者 

介護支援専門員の登録は次ページをご覧下さい 

Ⅰ．基本編

 ［メニュー］：介護予防支援->その他->委託管理 
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（２） 業務を委託している居宅介護支援事業所の介護支援専門員を登録する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．「介護支援専門員情報」を押下しま

す。 

ⅰ．「介護支援専門員」を登録する居宅

介護支援事業所を選択します。 

ⅲ．「介護支援専門員情報」を押下しま

す。 

ⅳ．職員名や職員コード等を入力します。 

※生年月日や住所は必須ではありません 

ポイント！ 

職員コードについて 

職員コードには任意の番号を登録できま

すが、「介護支援専門員番号を複写」 

を押下すると、介護支援専門員番号をもと

に職員コードが設定され職員コードの重複

を意識する必要がなくなります。 

※職員コードには介護支援専門員番号の

頭一桁を除いた番号が複写されます。 

Ⅰ．基本編

ⅴ．“介護支援専門員である”を選択し、 

介護支援専門員番号を入力します。 
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２-３ 担当利用者（業務委託を含む）を管理する 

職員別に担当利用者（業務委託を含む）の設定を行います。登録された内容は様式 7-2や様式 11（給付管理票）に反
映されます。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．「新規」を押下します。 

ⅲ．   または    を押下し利用者を

選択します。 

ⅴ．業務委託を行なっている場合は、

「委託あり」にチェックし、委託先情報を

登録します。 

ポイント！ 

地域包括支援センターの職員 

職員一覧には、以下のメニューで設定さ

れた職員が表示されます。 

[メニュー]：基本情報->事業者->職員 

★上記登録画面の「介護支援専門員有

無」にて「設定しない」を選択していると 

当画面に表示されません。 

ⅰ．担当利用者を登録する職員を選択

します。（選択状態の職員には    が 

表示されます。） 

ⅳ．担当期間を設定します。 

ポイント！ 

委託先情報 

委託先の居宅介護支援事業所や介護

支援専門員は、事前に「契約サービス

事業」にて登録しておく必要があります。 

Ⅰ．基本編

 ［メニュー］：介護予防支援->その他->委託管理 
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２-４ 複数利用者に対して一括して異動処理を行なう 

以下のような場合、複数利用者に対して一括して異動処理を行なうことができます。 
 
 
 
 
 

① 【担当利用者の引継ぎ】  

例：“介護 大和”さんが“予防 花子”さんの担当利用者（全員）を平成２２年６月１日から引き継ぐ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．基本編

 ［メニュー］：介護予防支援->その他->委託管理 

①【担当利用者の引継ぎ】 

②【委託情報の設定】 

③【担当期間の終了】 

ⅰ．予防 花子さんを選択します 

ⅱ．引継ぎを行なう利用者（全

員）にチェックします。 

ⅲ．「一括異動」を押下します。 

ⅳ．「変更」にチェックします。 

ⅴ．「開始日」に“20010/06/01”を

設定します。※終了日には開始

日の前月末日が自動設定されま

す。 

ⅵ．介護 大和さんを選択します 

ⅶ．「実行」を押下します。 
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② 【委託情報の設定】 

例：“予防 花子”さんの担当利用者（全員）に対して平成２２年６月１日から居宅介護支援事業所に業務を委託する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．基本編

ⅰ．予防 花子さんを選択します 

ⅱ．委託を行なう利用者（全員）

にチェックします。 

ⅲ．「一括異動」を押下します。 

ⅳ．「変更」にチェックします。 

ⅴ．「開始日」に“20010/06/01”を

設定します。※終了日には開始

日の前月末日が自動設定されま

す。 

 

ⅵ．「委託あり」にチェックし、 

委託情報を設定します。 

ⅶ．「実行」を押下します。 
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③ 【担当の終了】 

例：“予防 花子”さんの担当利用者（全員）に対して担当期間を平成２２年５月３１日で終了する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．基本編

ⅰ．予防 花子さんを選択します 

ⅱ．担当期間を終了する利用者

（全員）にチェックします。  

ⅲ．「一括異動」を押下します。 

ⅳ．「終了」にチェックします。 

ⅴ．「終了日」に“20010/05/31”を

設定します。 

ⅵ．「実行」を押下します。 
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第４章 業務日誌を入力する 
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１．業務日誌を入力する 
日々の業務を分類・方法別に日誌形式で登録することができます。また、日誌に利用者を設定することで 
登録した日誌を介護予防支援経過記録に転送することができます。 
 

１-１  業務日誌を入力する  

 

① トップメニュー右上の“業務日誌”を押下します。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
② 業務日誌を作成する職員および利用者を選択し、“新規”を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ⅰ．基本編

ⅰ．業務日誌を登録する職員を選択します。 

※職員にはログイン中の職員名が初期選択されます。 

ⅱ．利用者を選択します。 

業務日誌の一覧画面 

業務日誌の一覧画面には２種類（表形

式／カレンダー形式）あり、ボタンを押

下することで画面を切替えられます。 

詳細は次ページをご覧ください。 

 ［メニュー］：トップメニュー->業務日誌 

ⅰ．“業務日誌”を押下します。 

ⅲ．新規を押下します。 

※ キーボードの“F12”を押下し直接業務日誌の入力画面を起動する方法もあります。 
詳細は“1-3補足（１）“F12”ボタンを使用した業務日誌の入力方法！“をご覧ください。 
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業務日誌を一覧表示する画面（1/2） 
 
《表形式》 
 業務日誌の内容が表形式で表示されます。表示内容は「期間指定」と「月指定」に切替えることができます。 
 

【期間指定】を選択した場合 

指定した期間に登録した業務日誌が一覧表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【月指定】を選択した場合 

選択した対象年月に登録された業務日誌が一覧表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本編

選択した対象年月に登録されている日誌が

一覧表示されます。 

一覧に表示する開始日または終了日を設定

します。開始日または終了日が未設定の場

合は、過去に登録した全ての業務日誌が一

覧表示されます。 

【その他の表示切替】 

各項目にチェックを入れると一覧に表示される内容が切り替わります。 

<経過を表示>                           <内容を表示> 

現在日付からの経過日数が追加表示されます。       入力した業務内容が全て表示（省略なし）されます。 

「経過を表示」と「内容を表示」に

ついては、下記“その他の表示切

替”をご覧ください。 
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業務日誌を一覧表示する画面（2/2） 
 
《 カレンダー形式 》 
 業務日誌の内容がカレンダー形式で表示されます。カレンダーのセルには業務分類、業務方法、作成者および 
業務内容の一部が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本編

同日に複数の日誌が登録され

ている場合は、右下に件数が表

示されます。件数を押下すると

表示される内容が順次切り替わ

ります。 

カレンダーのセルには業務分類、業

務方法、作成者および業務内容の

一部が表示されます。 
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③ 業務日誌を入力します。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 業務日誌の“保存”を押下すると下図画面が表示されます。当画面の“アクション”で支援経過への転送方法を 

  選択し、“はい”を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※保存時に利用者が選択されていない場合、転送画面は表示されません。 

 
アクションの選択 
選択項目 説明 
（転送しない） 介護予防支援経過記録に業務日誌を転送しません。 

最新の履歴に転送 介護予防支援経過記録に登録されている最新の履歴に業務日誌を転送します。 

新しい履歴を追加して転送 
介護予防支援経過記録に新しい履歴を追加し、その履歴の中に業務日誌を転送します。 

（ケアプランの有効期間切れ等で支援経過の履歴を新しく追加したい場合） 

新しい履歴を追加して転送 

（作成者が異なる場合） 

介護予防支援経過記録に新しい履歴を追加し、その履歴の中に業務日誌を転送します。

（業務日誌の作成者と各システムの支援経過の計画作成者が異なる場合） 

 

Ⅰ．基本編

ⅰ．アクションを選択します。選択した“アクション”は

次回以降も保持されます 

※詳細は下記の“アクションの選択”をご覧下さい。 

ⅱ．“はい”を押下します。 

「←前へ」を押下すると前回登録した

業務日誌内容が表示されます。詳細

は、“1-3 補足 （２）「←前へ、次へ→」

の使用方法”をご覧下さい。 

 

“利用者の履歴を参照”を押下すると下図画

面が起動し、過去の履歴を参照しながら業

務日誌の入力を行なえます。 

履歴をダブルクリックすると業

務日誌の画面に登録内容が表

示されます。 

業務分類、業務方法の登録方法は。

は、“1-3 補足 （３）業務分類および業務

方法の登録”をご覧ください。 
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１-２  業務日誌を印刷する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務日誌（帳票）に出力される内容 

業務日誌（帳票）に出力される内容は、業務日誌画面で設定された抽出条件が反映されます。 

Ⅰ．基本編

 ［メニュー］：介護予防支援->その他->委託管理 
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１-３ 補足 

 

（１） “F12”ボタンを使用した業務日誌の入力方法！ 
 
①Quickけあのいずれかの画面を開いた状態でキーボードの“F12”ボタンを押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[例]：利用者情報入力画面 
 
②業務日誌の入力画面が直接起動します。利用者を選択し業務内容等の入力を行ないます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本編

キーボードの“F12”ボタン 
 
 

 

 

 

                 

 ［キーボード］ 

または    を押下し利用者を 

選択します。 

現在、ログインしている職員が選択されます 

 

「←前へ」を押下すると前回登録した業務日誌内

容が表示されます。詳細は、“1-3 補足 （２）「←

前へ、次へ→」の使用方法”をご覧下さい。 

 

業務日誌入力後の操作は、トップメニューと共通です。 

 ［メニュー］：介護予防支援->その他->委託管理 
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（２）「←前へ、次へ→」の使用方法 
業務日誌入力画面の「←前へ」を押下すると、前回登録した業務日誌の内容が表示されます。この状態から入力した

内容の修正や、新規登録等を行なうことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 項目 説明 
① 新規モードにする 業務日誌の新規登録画面に切り替わります。 

② 転送状態 

支援経過への転送状態を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 削除 現在表示されている業務日誌を削除します。 

④ 
この内容で新規モード

にする 

現在表示されている内容をコピーして新規に業務日誌の登録を行うことができます。 

※業務日誌の「複写」機能になります。 

 

支援経過等に未転送または転送済みの内容 

とリンクを解除した状態になります。 

                    支援経過等に転送済みでリンクしている状態になり                                   

                   ます。「解除」を押下すると、リンクが解除されます 

前回登録した業務日誌を開くと業務日誌の入力画面に以下のボタンが表示されます。 

転送済みの業務日誌を再転送する場合 

転送済みの業務日誌を再転送する場合は、転送先のリンクを解除（②の「解除」ボタンを押下）し「保存」を押下して下さい。 

② 
④③

① 
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（３） 業務分類および業務方法の登録 
画面上で選択できる業務分類および業務方法は任意に登録することができます。 
 
【例：業務分類を追加する場合】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．基本編

ⅰ．“業務分類”を押下します。 

ⅱ．“新規”を押下します。 

ⅲ．“コード”を任意に設定します。 

※重複したコードは設定できません。 

ⅳ．“コード名称”に業務分類を設定し

ます。 

ⅴ．“適用開始日”を設定します。 

登録済みの業務分類を使用中止する場合 

登録済みの業務分類を使用中止（画面上にて非表示）する場合は、業務分類を削除するのではなく適用終了日を 

設定してください。 
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Ⅱ．ケアマネジメント編 
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第１章 アセスメントを行なう 
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１．基本チェックリストを作成する 
 

 基本チェックリストによるアセスメントを行います。 

 

１-１ 基本チェックリストを新規に作成する 

 
① 利用者一覧より対象者を選択し、「新規」を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
② 基本チェックリストの各項目にチェックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．利用者一覧より、対象者を選択しま

す。 

ⅱ．「新規」を押下します。 

ⅲ．作成者や作成年月日を入力します 

ポイント！ 

委託情報の入力 

「委託あり」にチェック後、「委託情報ボ

タン」を押下することで、委託先の居宅

介護支援事業所および介護支援専門

員情報を設定することができます。 

ⅳ．基本等の各種項目にチェックしてい

きます。 

利用者一覧より対象者を抽出すること

ができます。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

 ［メニュー］：介護予防支援->アセスメント->基本チェックリスト 
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基本チェックリストの基本操作 
基本チェックリストの操作方法は各画面共通になります。 

 

未設定のチェック項目には    が 

表示されます。 

「はい」または「いいえ」にチェック 

すると    が解除されます。 

現在、選択されているタブの各チェック

項目に初期値を設定することができま

す。 

「委託あり」にチェックすると委託先の居

宅介護支援事業所および職員名が選

択できます。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

新規登録時は全て「未設定」が選択

されています。 



Ⅱ-4 

 
 
参考：基本チェックリストの各画面 
 
《 基本 》                                          《 運動器の機能向上 》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《 栄養改善/口腔機能の向上 》                  《 閉じこもり/認知度予防・支援  》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《 うつ予防・支援 》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポイント！ 

身長・体重を入力すると、ＢＭＩは自動

計算されます。 

基本チェックリスト内のタブを切り替えながら 

利用者のアセスメント情報を入力します。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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１-２ 基本チェックリストを一括印刷する 

複数の利用者に対して複数の帳票を選択して一括印刷を行うことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

ⅱ．“基本チェックリスト”

をチェックします。 

ⅲ．「印刷」を押下します。 

ⅰ．印刷対象者にチェック

します。 

※複数利用者の選択も可

能です 

【抽出条件】 利用者一覧（画面左下）にて印刷対象者をフリガナ等で抽出することができます。 

 ［メニュー］：介護予防支援->アセスメント->基本チェックリスト印刷 
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第２章 ケアプランを作成する 
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１．介護予防サービス・支援計画表を作成する 
 

 介護予防サービス・支援計画表を作成します。 

 

１-１ 介護予防サービス・支援計画表を新規に作成する 

                          

                          

 ①利用者一覧より対象者を選択し、「新規」を押下します。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．利用者一覧より、対象者を選択しま

す。 

ⅱ．「新規」を押下します。 

利用者一覧より対象者を委託有無等の

条件で抽出することができます。 

ポイント！ 

その他条件 

その他条件では計画書の有効期限で

利用者の抽出を行なえます。詳細は下

記“その他条件について”をご覧下さい 

ⅱ「新規」を押下します。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

その他条件について 

その他条件では、計画書で設定した「有効期間」より有効期限切れの計画書を抽出することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※↑介護予防サービス・支援計画表（基本情報タブ）にて設定 

 ［メニュー］：介護予防支援->ケアプラン->介護予防サービス・支援計画表 
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（１） 基本情報を設定する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

基本情報から取込む 

整理番号は介護予防サービス・支援計画表の NO に記載され

ます。「基本情報から取込む」を押下すると下記メニューで設定

した値が自動入力されます。 

[メニュー]：基本情報->利用者->利用者（個別編集）->介護予防 

必要な事業プログラム 

基本チェックリストの「履歴」を選択すると必要な事業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが自動判定さ

れます。表示される履歴は下記メニューで設定した内容が表示されます。 

[メニュー]：介護予防支援->アセスメント->基本チェックリスト 

要介護認定情報 

選択できる要介護認定情

報は、以下のﾒﾆｭｰで登録

した内容が表示されます。 

[メニュー]基本情報->利用

者->利用者->介護保険証/

要介護認定情報 

基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ判定基準 

「平成 19年 4月 1日以降」

のまま変更する必要はあり

ません。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

有効期間 

有効期間を設定する事で、有効期限切れの利用者を検索できるようになります。 

No 有効期間設定方法 内容 

① 
前回の計画表より自動設定 

（ボタンを押下します） 

前回のサービス計画書で設定した有効期間終了日の翌日を開始日として

前回の有効期間（月数）をシフトします。 

② 直接有効期間を設定 開始日と終了日を直接設定します。 

③ 
認定有効期間を設定 

（青文字を押下します） 

計画書入力画面右上の“要介護認定情報”で選択された認定情報の認定

有効期間を設定します。 

④ 
有効期間を計画書（２）の各期間に上書き 

（青文字を押下します） 

有効期間で設定した期間を“課題”タブのサービス内容の各期間に上書き

設定します。 

 

介護予防サービス・支援計画表に記載する 

委託先の情報を設定します。 
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（２） アセスメント情報を設定する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） 課題を設定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各種アセスメント内容

を直接入力します。 

課題の入力方法は次ページをご覧下さい 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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課題入力の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポイント！ 

上記期間には基本情報で設定した有効期間が初期設定されます。 

また設定済みの期間に有効期間を一括して上書きすることも可能です。 

画面に表示されていない部分は、左右

にスクロールすることで表示されます。 

各種ﾎﾞﾀﾝの操作

方法は次ﾍﾟｰｼﾞを

ご覧下さい 

ⅰ．画面を左から右へスクロールしながら 

課題を入力します。 

ⅱ．「新規」を押下し、介護保

険サービスまたは地域支援

事業の内容を入力します。 

ポイント！ 

“サービス事業”を押下すると、利用者がよく

利用するサービス事業を登録することができ

簡易選択ができるようになります。詳細は、 

「Ⅴ．便利な機能の“７．利用者がよく利用す

るサービス事業の設定”」をご覧下さい。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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《ボタン機能の説明》 
 

 

NO ボタン 操作説明 

1 

 行を新しく追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 入力画面を拡大して表示する事ができます。ウィンドウを閉じるには×をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 上の行の入力内容を下の行に複写することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力部分が拡大表示されます 

課題の番号について 

 

 

     
   課題番号／課題の総数 

行が追加されます 

行の内容が複写されます 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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NO ボタン 操作説明 

4 

 行の入力内容をクリアすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 行を上下に移動することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 行を削除することができます。この時点ではデータベースからの削除は行われません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行の内容がクリアされます 

行の並び替えが行なえます 

行が削除されます 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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NO ボタン 操作説明 

７ 

 一つの課題に対して複数の「目標についての支援ポイント」を追加する場合は、「上記と同一課題」 

にチェックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【 帳票サンプル（上記と同一課題） 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「総合的課題」～「目標」までが

同一課題となります。 

「目標についての支援ポイント」

から入力を行ないます。 

チェックします 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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（４） 総合方針等設定する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総合的な方針等を 

直接入力します。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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（５） 担当者会議の要点および照会内容を登録する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．担当者会議や照会内容の登録を

行う場合、まず「新規」を押下します。 

ポイント！ 

担当者会議や照会内容の登録 

担当者会議や照会内容は、履歴で管

理されます。 

新規を押下し「会議履歴」が作成さ

れると担当者会議および照会内容

が入力可能な状態になります。 

登録方法は次ページをご覧下さい 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

《帳票の種類》 

①サービス担当者会議の要点 

 ⇒会議履歴で選択した担当者会議の要点を出力します。 

②サービス担当者会議の要点（全履歴） 

 ⇒全履歴の担当者会議の要点が出力されます。 
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【 会議基本情報 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 《 会議出席者に取り込まれる情報 》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会議出席者に取り込まれる情報 
会議出席者に取込まれる情報のうち“家族”および“介護予防サービス・支援計画表の《課題》で設定したサービス事業”は 

以下の画面より取り込まれます。 

 
 
 
 
 
 
 
 [ﾒﾆｭｰ]：介護予防サービス・支援計画表->課題 

                ->介護保険サービスまたは地域支援事業 

[ﾒﾆｭｰ]：基本情報->利用者->利用者->個人情報 

ⅰ．開催日や開催場所の登録を行い

ます。 

ⅱ．「新規」を押下します。 

「計画書から取込む」を押下すると、出

席者に《課題》で設定したサービス事

業が“所属（職種）”として取込まれま

す。その他にも計画書で登録した計画

作成者や利用者基本情報で登録した

本人および家族が取込まれます。 

ⅲ．会議出席者を登録します。 

氏名および職種が登録されてい

る場合は検索入力が可能です。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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【 会議内容 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【 照会内容 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

照会内容の入力を行

ないます。 

※複数の照会先があ

る場合は、照会先を

“新規”より追加します 

複数の照会先があった場合、一枚の帳票に何

件記載するか指定することができます。 

詳細は次ページの“出力できる帳票について”を

ご覧下さい。 

《帳票の種類》 

①サービス担当者に対する照会内容 

 ⇒全履歴を一括印刷します 

②サービス担当者に対する照会内容（担当者別） 

 ⇒画面上で選択した照会先を個別印刷します 

ⅰ「新規」を押下します。 

ポイント！ 

照会内容は履歴で管理されま

す。 

ⅰ検討項目等の会議内容を入

力します。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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Ⅱ．ケアマネジメント編 

サービス担当者に対する照会内容（ページ内行数） 
「サービス担当者に対する照会内容」については、ページ内行数（担当者件数）を指定することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《例：固定しない》                          《例：３行固定》 
 
 
 
 

一枚の帳票に対する入力件数が３行

で固定されます。入力件数が３以上の

場合は改ページされます 

 

一枚の帳票に対して記載スペースがある限

り表示されます。（照会内容の記載文字数

に応じて入力できる件数は異なります。）一

枚に入りきらない場合は改ページされます。 
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（６） メモを設定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

留意事項等があれば入力します。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

メモの入力内容 
「メモ」に入力した内容は帳票上には反映されません。 
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 《 補足 》 ExcelA３版 介護予防サービス・支援計画表について 
 介護予防サービス・支援計画表のプレビューを行うと、入力されたデータが「Microsoft Excel」上に表示されます。 
 表示されたＥＸＣＥＬ上では、フォントの調整など自由に変更する事ができ、Excel形式で保存することもできます。 
 ※Excel上で変更された内容は、「Quickけあ」には反映されません。 
  

 [メニュー] 介護予防->ケアプラン->介護予防サービス・支援計画表 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCEL画面 

支援計画表（ExcelA3 版）を選択し、

「プレビュー」を押下します。 

 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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１-２ 介護予防サービス・支援計画表を一括印刷する 

                     

複数の利用者に対して複数の帳票を選択して一括印刷を行うことができます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出力できる帳票 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 帳票名 用紙ｻｲｽﾞ 内容 

１ 支援計画表① Ａ４ 計画表①タブに記載の内容 

２ 支援計画表② Ａ４ 計画表②③タブ：総合的課題/目標の一部 

３ 支援計画表③ Ａ４ 
計画表②③タブ：総合的課題/目標の一部 

目標とする生活/総合的な方針等 

４ 支援計画表（ExcelA3版） Ａ３ 
標準様式の帳票です。 

※別途 Microsoft ＥＸＣＥＬが必要 

５ 週間サービス計画表 Ａ４ 週間サービス計画表を出力します。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

印刷方法 
複数の利用者かつ複数の帳票を選択した場合、印刷方法（印刷順）を以下のように変更することができます 

 
印刷方法【利用者別】 

利用者Ａ 

帳票１ 

帳票２ 

利用者Ｂ 

帳票１ 
帳票２ 

印刷方法【帳票別】 

帳票１ 

利用者Ａ 
利用者Ｂ 

帳票２ 

利用者Ａ 
利用者Ｂ 

ⅱ．印刷する帳票にチェッ

クします。 

ⅲ．「印刷」を押下します。 

ⅰ．印刷対象者にチェック

します。 

※複数利用者の選択も可

能です 

【抽出条件】 利用者一覧（画面左下）にて印刷対象者をフリガナ等で抽出することができます。 

【印刷方法】 

複数の帳票を選択した場合、印刷方法

（印刷順）を変更することができます。 

詳細は下記“印刷方法”をご覧ください。 

［メニュー］：介護予防支援->ケアプラン->介護予防サービス・支援計画表印刷 
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第３章 モニタリングを行なう 
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１．介護予防支援経過記録を作成する 
 

 介護予防支援経過記録を作成します。業務日誌を作成している場合で、かつ保存時に介護予防支援経過記録に転

送を選択している場合は介護予防支援経過記録が自動で作成されます。ここでは、手動による介護予防支援経過記

録の作成方法についてご説明します。 

 

１-１ 介護予防支援経過記録を新規に作成する 

 
① 利用者一覧より対象者を選択し、「新規」を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．利用者一覧より、対象者を選択しま

す。 

ⅱ．「新規」を押下します。 

ポイント！ 

介護予防支援経過の新規登録 

初回登録後は、左図のように履歴が追

加されます。二回目以降は「編集」から 

開いて支援経過記録を入力します。 

※介護予防サービス・支援計画表を新

しく追加した場合等に「新規」で登録を

行います。 

「業務日誌」を作成している場合、日誌

内容を介護予防支援経過記録からも取

込む事が出来ます。詳細は次ページの

「業務日誌の取込みについて」をご覧下

さい。 

利用者一覧より委託有無等の条件で対

象者を抽出することができます。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

介護予防支援経過記録の期間指定印刷 
介護予防支援経過記録の印刷は当画面より行います。 

① ② 

③ 

操作の流れ 
①帳票様式を選択します。 

②開始年月日と終了年月日を指定します。 

  ⇒期間指定を行なわない場合は開始と終了のチェックを外してください。 

③プレビューを押下します。 

［メニュー］：介護予防支援->ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ->介護予防支援経過記録 
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業務日誌の取込みについて 
 Quickけあ TOP画面右上にある「業務日誌」を入力している場合、日誌内容を介護予防支援経過記録から手動で取込む 

 ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

ⅰ．取込み対象の日誌にチェックを

入れます。 

ⅱ．「取込」を押下します。 

① 

② 

《 ①データの抽出 》 

既に取り込み済みの業務日誌を再度介護予防支援経過記録に取込む場合は、「取込済の業務日誌を抽出」に 

切り替えて再取込を行なうことができます。 

 

《 ②取込状態を切り替える 》 

チェックされている業務日誌の状態を「転送済」に変更することができます。 
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② 経過記録入力画面で「新規」を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 日誌内容を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．「新規」を押下します。 

介護予防支援経過記録の印刷 

介護予防支援経過記録の印刷は当画面より行います。出力する帳票様式を選択し、「プレビュー」より印刷を行って下さい。 

※指定期間で支援経過記録を印刷する場合は、当画面一つ前の「利用者一覧」の画面で行って下さい。 

ⅰ．作成年月日等を入力します。 

ⅱ．日誌を入力します。 

ポイント！ 

業務分類や業務方法等について 

分類や方法は標準様式（カタマイズタイ

プ）やオリジナル帳票に記載されます。 

※標準様式（内容）には表示されません 

委託先の居宅介護支援事業所お

よび職員名が入力できます。 

 

ⅰ．作成者および作成年月日を設定し

ます。 

分類および方法の登録 

分類および方法で選択できる項目は、初回導入時には何も登録されていません。 

“分類”“方法”を押下後に表示されるマスタ登録画面より業務分類および業務方法の登録を行って下さい。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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２．介護予防支援・サービス評価表を作成する 
 

 介護予防支援・サービス評価表を作成します。 

 

２-１ 介護予防支援・サービス評価表を新規に作成する 

                       

                        

① 利用者一覧より対象者を選択し、「新規」を押下します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
② 評価日や計画作成者を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標取込 

モニタリングを行う目標は直接入力するほか、 

介護予防サービス・支援計画表より 

取り込むことができます。また、評価期間には 

計画表の目標に結びついたサービス内容に 

設定されている期間の、開始日の最小値と 

終了日の最大値が取込まれます。 

《メニュー》介護予防支援->ケアプラン-> 

->介護予防サービス・支援計画表->課題⇒目標 

ⅰ．評価日等を設定します。 

ⅱ．「新規」を押下します。 

委託先の居宅介護支援事業所およ

び職員名を入力できます。 

 

ⅰ．利用者一覧より、対象者を選択します。 

ⅱ．「新規」を押下します。 

利用者一覧より委託有無等の条件で対象者

を抽出することができます。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

 ［メニュー］：介護予防支援->モニタリング->介護予防支援・サービス評価表 
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③ モニタリング入力を行ないます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 総合的な方針等を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．目標及び達成状況等を入力します 

ⅰ．総合的な方針や地域包括支援セン

ター意見を入力します。 

目標の達成度の登録 

目標の達成度で選択できる項目は、初回導入時には何も登録されていません。 

“目標の達成度”を押下後に表示されるマスタ登録画面より選択項目の登録を行って下さい。 

計画表より取込む 
“計画表より取込む”を押下すると、“モニタリング”のタブで選択した 

計画書の「総合的な方針」が取り込まれます。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 
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２-２ 介護予防支援・サービス評価表を一括印刷する 

                   

複数の利用者に対して複数の帳票を選択して一括印刷を行うことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

ⅱ．“介護予防支援サービ

ス評価表”をチェックしま

す 

ⅲ．「印刷」を押下します。 

ⅰ．印刷対象者にチェック

します。 

※複数利用者の選択も可

能です 

【抽出条件】 利用者一覧（画面左下）にて印刷対象者をフリガナ等で抽出することができます。 

［メニュー］：介護予防支援->モニタリング->介護予防支援・サービス評価表印刷 
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３．業務全体の状況を確認する 
 
 
担当者別に利用者一覧で各業務状況を確認することができます。また、業務状況モニタから各業務の登録画面に直

接移動することもできます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作成回数や経過日数などが利用

者一覧で表示されます。 

ⅲ．利用者を選んで、画面下部の 

メニューを選択します。 

ⅰ．職員を設定します。 

※（設定しない）を選択すると全利

用者が表示されます。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

業務全体の状況を確認する  ［メニュー］：介護予防支援->その他->業務状況モニタ 

ポイント！ 

業務委託を行っている場合は委託

有無による抽出が行えます。 

ⅱ．業務状況を確認する項目を 

選択します。 

選択した利用者の登録画面に

直接移動できます。 
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業務別の画面サンプル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 業務状況モニタ各種タブの説明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タブ 説明 

基本チェックリスト 基本チェックリストの作成状況を確認することができます。 

支援計画表/評価表 
介護予防サービス・支援計画表と介護予防支援・サービス評価表の作成状

況を一画面で確認することができます。 

支援経過記録 
介護予防支援経過記録の作成状況を確認することができます。業務分類

や業務方法による抽出ができ、業務日誌内容の取り込みも行えます。 

週間サービス計画表 週間サービス計画表の作成状況を確認できます。 

月間スケジュール 
月間スケジュールの作成状況を確認することができます。週間サービス計

画表からの取込み等の一括処理を行うことができます。 

Ⅱ．ケアマネジメント編 

基本チェックリスト 支援計画表・評価表 

支援経過記録 週間サービス計画表 

月間スケジュール 
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Ⅲ．週間・月間スケジュール編 
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第１章 週間スケジュールを作成する 
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１．週間サービス計画表を作成する 
 

 利用者の週間スケジュールを作成します。スケジュールの作成は各パネルをスケジュール表にドラッグ&ドロップする
マウス操作で行なうことができ、週単位以外のパターンも登録にも対応しています。 
また、作成した週間スケジュールをもとに月間スケジュールを自動作成することも可能です。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

週間サービス計画表と月間スケジュールの連携イメージ 

週間スケジュールを 

月間スケジュールに展開 

月間スケジュール（チャート形式） 

週間スケジュール 

週間サービス計画表で設定できる内容 

■週単位のｽｹｼﾞｭｰﾙ（毎週） 

■週単位以外のｽｹｼﾞｭｰﾙ（隔週、指定日等） 

■月額定額報酬 

■福祉用具貸与 

■日常生活活動 

月間スケジュール管理 

（取込画面） 

 利用者を一括指定して 

 週間スケジュールを月  

 間スケジュールに展開 

展 開 

※週間サービス計画表と同様の画面です 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

週間スケジュールから取込まれる内容 

■週単位のｽｹｼﾞｭｰﾙ（毎週） 

■週単位以外のｽｹｼﾞｭｰﾙ（隔週、指定日等） 

■月額定額報酬 

■福祉用具貸与 
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１-１ 週間サービス計画表を新規に作成する 

 
① 利用者一覧より対象者を選択し、「新規」を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 要介護認定情報履歴より最新の認定情報を選択します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

週間スケジュールの 

作成方法は次ページへ 

ⅱ．最新の認定情報を選択します。 

ポイント！ 

要介護度の選択 

選択できる要介護認定情報は、以下の

メニューで登録した内容になります。 

[メニュー]基本情報->利用者->利用者 

->介護保険証/要介護認定情報 

ⅰ．利用者一覧より、対象者を選択しま

す。 

ⅱ．「新規」を押下します。 

利用者一覧より対象者を抽出すること

ができます。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

  ［メニュー］：介護予防支援->ケアプラン->週間サービス計画表 
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③ 下図チャート形式の画面より週間スケジュールを作成します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 週間サービス計画表では以下の操作が行えます。 

No 操作項目 説明 
（１） 週単位スケジュールの設定 週単位のスケジュールを設定します 

（２） 週単位以外スケジュールの設定 隔週や指定日など、週単位以外のスケジュールを設定することができます。 

（３） 月額定額報酬の登録 

月額定額報酬の対象となるサービス事業の単位数を設定します。スケジュール

の設定とは別に登録する必要がありますので登録漏れがないようご注意くださ

い。なお、週間サービス計画表で登録した内容は月間スケジュール展開時に取

り込まれます。 

（４） 福祉用具の登録 
福祉用具貸与の品目・レンタル料の設定を行います。なお、週間サービス計画

表で登録した内容は月間スケジュール展開時に取り込まれます。 

（５） 日常生活活動の登録 週間サービス計画表に記載する主な日常生活活動を設定します。 

（６） 週間パターンの読込/保存 登録した週間スケジュールを「週間パターン」として保存および読込ができます。 

（７） 月間シミュレーションの作成 
週間サービス計画表を月間スケジュールへ展開した場合のイメージを事前に確

認することができます。 

 
 
 
 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

（１） 

（２） 
（３） 

（６） 

（４） 

（５） 

（７） 
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（１） 週単位スケジュールの設定 
毎週利用するパターンのスケジュールを設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

週間サービスの区分について 
週間サービス計画表では週単位以外のパターン（隔週等）も登録することができます。週単位および週単位以外のスケジュ

ールは“区分”を切り替えることで、スケジュール作成画面切り替えることができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．対象のパネルを表上にドラッグ

＆ドロップします。 

ⅲ．提供時間、サービス事業を設定

します。 

ポイント！ 

加減算内容 

日単位算定のサービスのみ入力でき

ます。月額定額報酬のサービスは「月

定額」のボタンより登録を行います。 

ⅲ．加減算内容にチェックします 

ポイント！ 

提供時間は表上のパネルを左右に伸

縮させる事でも変更できます。 

ⅰ．作成年月日および週間サービス

計画表の「開始年月」を設定します。 

ポイント！ 

“サービス事業”を押下すると、利用者がよく利用されるサービス事業を登

録することができ簡易選択ができるようになります。詳細は、「Ⅴ．便利な

機能 ７．利用者がよく利用するサービス事業の設定」をご覧下さい。 

※スケジュールが登録されている 

区分には「✓」が表示されます。 

ポイント！ 

表上でのパネルの操作方法は次ペー

ジをご覧下さい。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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《 パネルの操作方法 》 
スケジュール作成画面では選択されたパネルに応じた操作が可能です。 
 

ボタン 操作説明 

表上に追加したパネルを上下左右に移動します。 

【初期状態】                   【移動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表上に追加したパネルを複写（コピー）します。 

【初期状態】                   【複写】 

 

 

 

 

 

 

 

 表上に追加したパネルの選択方法を変更できます。 

【単数】                      【複数】 

 

 

 

 

 

 

パネルの選択対象は            パネルを複数選択 

常に一つのみ。                状態にすることができます。 

 

 表上に追加したパネルを削除します。 

【初期状態】 

削除するパネルを選択して“ごみ箱

へ”を押下します。 

複写したいパネルを複写先にドラッ

グ&ドロップします。 

移動したいパネルを移動先にドラッ

グ&ドロップします。 

ポイント！ 

日単位算定のサービスについ

ては加減算内容も複写（コピ

ー）されます。また、「Ctrl」キー 

を押しながらドラッグ＆ドロップ

することでも複写が行えます。 

ポイント！ 

対象範囲をドラッグ指定するこ

とでもパネルの複数選択は可

能です。また、「Shift」キーを押

下した状態で選択することでも

パネルの複数選択が行えま

す。 

ポイント！ 

削除は“Delete”キーでも行な

えます。 

また“ごみ箱から戻す”を押下

すると削除したパネルがごみ

箱から復帰します。 

パネルを 

クリックで切替 

パネルを 

クリックで切替 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（２） 週単位以外スケジュールの設定                                                   
 隔週や指定日など、週単位以外のスケジュールを設定することができます。 
 

① 区分の設定 （例） 第１週の月曜日にサービスの提供を行う場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 週間サービス計画表に記載する週単位以外のサービスの設定 
ⅰ．“自動設定” を押下すると週間単位以外のｽｹｼﾞｭｰﾙや福祉用具貸与に登録された内容を自動設定することができます。 

ⅱ．内容の補足や直接入力を行なう場合は、“手動入力”にチェックした状態で入力を行なって下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「作成」ボタンを押下します 

スケジュール画面に設定した 

区分で枠が作成されます。 

ポイント！ 

週単位以外で作成できる区分 

・指定曜日・・・[第１月曜 など] 

・指定日・・・・・[毎月１０日 など] 

・間隔（日）・・・[３日おき など] 

・間隔（週）・・・[２週おき日曜 など] 

選択した「区分」に応じてスケジュー

ル表の画面が切り替わります。 

ⅲ．「作成」ボタンを押下します 

 “手動入力”にチェックを入れます。 

ⅰ．“自動設定→“を押下します。 
“自動設定→”を行なう前に 

“保存”を行う必要があります 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

ⅱ．登録パターンに該当するタブを

選択後、曜日等の入力を行ないます 

ⅱ．直接入力することもできます。 
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（３） 月額定額報酬の設定 
 月額定額報酬の対象となるサービス事業の単位数を設定します。スケジュールとは別に登録する必要がありますの

で登録漏れがないようご注意ください。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．「新規」選択します。 

ⅲ．サービス種類と事業所を選択します。 

ⅲ～ⅵで選択した内容で算定されたサー

ビスコードや単位数が表示されます。 

ⅶ．「設定」を押下します。 

ⅳ．算定区分を選択します。 

ⅴ．体制設備に係る単位はこの基準日を

元に算定します。 

ⅵ．加減算項目がある場合はここで選択

します 

ポイント！ 

複数のサービスを利用している場合 

複数のサービスを利用している場合は、再

度“新規”より月定額の内容を登録します。 

注意！ 

週間サービス計画表では“日割算定”の登録はできません。 

日割算定が必要な場合は、月間スケジュールより登録します。 

 

ⅰ．「月定額」を選択します。 

（チャート形式画面の右下にあります） 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（４） 福祉用具貸与の設定 
 福祉用具貸与の品目・レンタル料の設定を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．「新規」を選択します 

ⅲ．福祉用具の事業所を選択し、貸与

種目、レンタル料、摘要欄記載内容等

を入力します。 

ポイント！ 

レンタル料の設定 

レンタル料には利用者負担額ではなく 

レンタル料金の総費用を登録します。 

ⅳ． 「設定」を押下します。 

ⅰ．「福祉用具」を選択します。 

（パネルの下にあります） 

ポイント！ 

識別 NO 

同一事業所で同じ種目の福祉用具を複

数レンタルする場合は、識別Ｎｏを割振

る（1.2.3.・・・・）必要があります。 

ポイント！ 

複数の福祉用具を利用している場合

は、設定後に表示される“引き続き登録

しますか？”で「はい」を選択します。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（５） 日常生活活動の設定  
 週間サービス計画表に記載する主な日常生活活動を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「日常生活活動」を選択します。 

（チャート形式画面の右下にあります） 

ⅱ．追加したい活動内容を選択します。 

ポイント！ 

入力したい活動内容がないとき 

入力したい活動項目がない場合は、 

「日常生活活動内容」を押下すると表示

されるマスタ画面より登録を行って下さ

い。 

ⅲ．反映させる時間帯を選択します。 

ⅳ．[＞]ボタンを押下します。 

 
ポイント！ 

入力の上限 

１時間ごとに複数の項目が追加できま

すが、入力の上限は１０文字までとなり

ます。（項目ごとに入る区切りも含む） 

日常生活活動の入力例 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（６） 週間パターンの保存／読込  
 登録した週間スケジュールを「週間パターン」として保存および読込ができます。 
 
 ⇒週間パターンの「保存」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⇒週間パターンの「読込」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．「パターン名」を入力し「保存」を押下します。 

ⅱ．「パターン名」を選択します。 

ⅲ．「選択」を押下します。 

ⅰ．「週間パターンの読込/保存」を押下します。 

ⅰ．「週間パターンの読込/保存」を押下します。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（７） 月間シミュレーションの作成 
 週間サービス計画表を月間スケジュールへ展開した場合のイメージを事前に確認することができます。 
 
 
 月間シミュレーションを作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 《月間シミュレーション画面》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○月間シミュレーションの作成方法 

月間ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝでは作成した週間サービス

計画表を月間スケジュールに展開した 

イメージを事前に確認することができます。 

ⅰ．“月間ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀを作成

“を押下します。 

ⅱ．“実行“を押下します。 

ⅲ．“はい“を押下します。 

“期間変更”より月間ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを作成

する期間を指定することができます。 

※月間シミュレーションを確認する場合は事前に 
月間シミュレーションデータを作成しておく必要があります。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編



Ⅲ-13 

 
 

１-２ 週間サービス計画表を一括印刷する 

複数の利用者に対して複数の帳票を選択して一括印刷を行うことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

ⅱ．“週間サービス計画

表”をチェックします 

ⅲ．「印刷」を押下します。 

ⅰ．印刷対象者にチェック

します。 

※複数利用者の選択も可

能です 

【抽出条件】 利用者一覧（画面左下）にて印刷対象者をフリガナ等で抽出することができます。 

【印刷方法】 

複数の帳票を選択した場合、印刷方法

（印刷順）を変更することができます。 

詳細は下記ポイントをご覧ください。 

 ［メニュー］：介護予防支援->ケアプラン->週間サービス計画票印刷 
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第２章 月間スケジュールを管理する 
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１．月間スケジュール（計画）を作成する 
 

 月間スケジュール管理では月間の予定や実績の管理を行います。操作画面には予定の管理を行なうチャート形式

画面（週間スケジュールと同様）と実績管理をメインに行う表形式の画面があります。 

 

１-１ 最新の週間サービス計画表を月間スケジュールに展開する 

                     

最新の週間サービス計画表から月間スケジュール（計画）を自動作成します。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．予定を取り込む利用者にチェックを

入れます。 

ⅲ．［最新の週間サービス計画表から作

成］を選択し、「実行」を押下します。 

注意！ 

週間サービス計画表を月間スケジュールに展

開すると、既に登録されている予定や実績は

削除（上書き）されます。 

ⅳ．「実行」を押下します。 

ポイント！ 

利用者の一括選択 

利用者全員にチェックを入れる場合は、

タイトル行（No 左）の□にチェックしま

す。 

⇒直接指定 

週間スケジュールを展開する期間を直

接指定することができます。 

 

⇒当月から各利用者の要介護認定有

効期間の終了日まで 

作成範囲を指定して月間スケジュール

を作成することができます。 

※指定しないを選択すると終了日まで

作成されます。作成範囲が終了日を超

える場合、終了日以降のスケジュール

は作成されません。 

異なる時間帯パターンでスケジュール

が重複した場合、優先順位が高い時間

帯パターンが月間スケジュールに作成

されます。重複しない場合は変更する必

要はありません。 

ⅰ．サービス提供年月を選択します。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->月間スケジュール管理 
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１-２ 月間スケジュール管理（チャート形式画面）より計画を調整する 

                

週間サービス計画表を月間スケジュールに展開後、計画の調整を行います。 
 
① 利用者を選択し、“チャート形式”を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 月間スケジュール管理（チャート形式画面）より、計画の調整を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 月間スケジュール管理（チャート形式画面）の操作方法 

No 操作方法 説明 
（１） スケジュールの設定 １日～月末日のスケジュール（計画）を追加することができます。 

（２） 月額定額報酬の設定 

月定額の対象となるサービスの月定額報酬の設定を行います。週間サービス

計画表で月額定額報酬を設定している場合は、月間スケジュールへの展開時

に取り込まれます。 

（３） 福祉用具の設定 
福祉用具貸与の品目・レンタル料の設定を行います。 

月定額と同様、スケジュールとは別に設定します。 

（４） 
短期入所サービス 

３０日超過の設定 

短期入所サービスの利用が連続 30 日を超過した場合の 31 日目の自費設定を

行います。 

（５） 限度額超過の割り振り設定 サービス事業への超過単位数の割振り順位の設定を行ないます。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->月間スケジュール管理（チャート形式） 

チャート形式 

ⅰ．対象者を選択します。 

ⅱ．“チャート形式”を押下します。 

（１） 

（２） 

（４）／（５） 

（３） 
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（１） スケジュールの設定 
計画の追加や削除等の調整を行ないます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

短期入所サービスの期間指定による追加方法 
キーボードの「Shiftキー」を押下した状態で短期入所サービスを追加すると下図の短期入所一括追加画面が表示されます。

短期入所サービスを長期利用される場合は、当機能をご利用ください。 

入所日 中日 退所日 

ⅰ．居住環境区分およびサービス事業

を選択します。 

ⅱ．入所日、退所日の設定、それに伴う

加減算内容にチェックします。 

ⅰ．対象のパネルを表上にドラッグ

＆ドロップします。 

ⅱ．提供時間、サービス事業を設定

します。 

ポイント！ 

加減算内容 

日単位算定のサービスのみ入力でき

ます。月定額報酬のサービスは「月定

額」のボタンより登録を行います。 

ⅲ．加減算内容にチェックします 

ポイント！ 

提供時間は表上のパネルを左右に伸

縮させる事でも変更できます。 

ポイント！ 

“サービス事業”を押下すると、利用者がよく利用されるサービス事業を登録する

ことができ簡易選択ができるようになります。詳細は、「Ⅴ．便利な機能 ７．利用

者がよく利用するサービス事業の設定」をご覧下さい。 

ポイント！ 

パネルの操作方法は週間サービス計

画表と同じです。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（２） 月額定額報酬の設定 
月額定額報酬の対象となるサービス事業の単位数を設定します。スケジュールの設定とは別に登録する必要があり

ますので登録漏れがないようご注意ください。週間サービス計画表で月額定額報酬を設定している場合は、月間スケ

ジュールへの展開時に取り込まれます。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「月定額」を押下します。 

（チャート形式画面の右下にあります） 

ⅱ．「新規」選択します。 

ⅲ．サービス種類と事業所を選択します。 

ⅲ～ⅵで選択した結果、算定されたサー

ビスコードや単位数が表示されます。 

ⅳ．算定区分を選択します。 

ⅴ．算定期間を設定します。 

ⅵ．算定対象の加算項目にチェックします 

ⅶ．「設定」を押下します。 

ポイント！ 

複数のサービスを利用している場合 

複数のサービスを利用している場合は、再

度“新規”より月定額の内容を登録します。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（３） 福祉用具貸与の設定 
福祉用具貸与の品目・レンタル料の設定を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．「新規」を選択します 

ⅲ．福祉用具の事業所を選択し、貸与

種目、レンタル料、摘要欄記載内容等

を入力します。 

ポイント！ 

レンタル料の設定 

レンタル料には利用者負担額ではなく 

レンタル料金の総費用を登録します。 

ⅳ． 「設定」を押下します。 

ⅰ．「福祉用具」を選択します。 

（チャート形式画面の右下にあります） 

ポイント！ 

識別 NO 

同一事業所で同じ種目の福祉用具を複

数レンタルする場合は、識別Ｎｏを割振

る必要があります。 

ポイント！ 

複数の福祉用具を利用している場合

は、設定後に表示される“引き続き登録

しますか？”で「はい」を選択します。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（４） 短期入所サービス３０日超過の設定 
短期入所サービスの利用が連続 30 日を超過した場合の 31 日目の自費設定を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．該当の利用者をチャート画面で開き、 

「利用者負担額計算」を選択します。 

ⅱ．「短期入所３０日超」を選択します。 

ⅲ．３１日目の行を選択し、「３０日超」を押

下します。 

→●印がつき、その日は全額自費となりま

す。 

ポイント！ 

３１日目の判断 

表示期間の [自]（＝開始日）を短期入所 

初日に設定すると、Ｎｏ３１＝３１日目として

判別できます。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（５） 限度額超過の割り振り設定 
サービス事業への超過単位数の割振り順位の設定を行ないます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．該当の利用者をチャート画面で開き、 

「利用者負担額計算」を選択します。 

ポイント！ 

限度額超過 

限度額が超過しているかどうかは、 

スケジュール表上部で判断できます。 

・緑＝保険給付分 

・黄色＝自己負担分 

・赤＝限度額超過分 

ⅱ．「超過単位数の割り振り」を選択しま

す。 

ⅱ．超過単位数の割振りを行なう事業所

を選択した状態で、「上へ」のボタンを押

下し対象事業所を最上段に移動します。

作業が終了したら「閉じる」を押下します。 

割り振り優先順位 

支給限度額を超えてサービスを利用（超過）した場合は、リストの一番上に表示された事業所に超過単位数の 

割り振りが行なわれます。超過単位数の割り振り後、まだ超過単位数が残っている場合は、上から順に超過単位数の

割り振りが行われます。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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２．サービス利用票・提供票等を印刷する 
 

 サービス利用票や提供票等の一括印刷を行ないます。 

 

２-１ 利用者別にサービス利用票・提供票等を印刷する 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅳ．「印刷」を押下します。 

ⅲ．印刷対象者を選択します（青反転） 

複数の利用者選択が可能です 

ⅱ．印刷する帳票にチェックを入れます。 

複数の帳票選択も可能です。 

介護給付および予防給付で利用者表示を変

更できます。また介護支援専門員による抽出

が行えます。 

フリガナや利用者 ID による抽出が行なえま

す。 

作成年月日の記載や印刷順を指定することが

できます。詳細は下記をご覧下さい。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

［印刷条件］ 
 ①利用票・提供票の作成年月日を印刷する 

 
 
 
 
  

 ②利用票・提供票印刷順 
 

【利用票・提供票】 

利用票・提供票の作成年

月日を印刷する。 

【利用票/提供票別表】 

上段右側記載の作成年月

日を印刷する。 

【提供時間→事業所】 

最初に提供時間、次に事業

所の順に表示されます。 

【事業所→提供時間（暫定）】 

最初に事業所、次に提供時

間の順に表示されます。 

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->サービス利用票／提供票等 
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２-２ サービス事業別にサービス提供票・別表を印刷する 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 抽出条件等 
抽出条件 説明 
給付区分 表示する利用者を“介護”および“予防”の区分で切り替えることができます。 

介護支援専門員 表示する利用者を介護支援専門員（担当者）で抽出することができます。 

給付有無 “給付管理外”に設定した利用者を非表示にすることができます。 

事業所名 表示する事業所を“事業所名”で抽出することができます。 

並び順 
画面上に表示された事業所の並び順を変更できます。 

※事業所番号、事業所名、事業所名カナについては自他区分内での並び順になります 

抽出方法 

表示する事業所を“事業所単位”または“事業所のサービス種類”単位で切り替えること

ができます。なお、選択した抽出方法によって出力方法が異なります。 

詳細は次ページの“サービス提供票等の出力方法について”をご覧下さい。 

サービス提供票内印刷順 
サービス提供票内の並び順を指定できます。詳細は前ページの“2-1 利用者別にサービ

ス利用票・提供票等を印刷する”の印刷条件をご覧ください。 

ⅰ．サービス提供年月を選択します。 

様々な条件で出力対象を抽出（下記

参照）する事ができます。 

ⅱ．出力対象の事業所を選択しま

す。 

ⅲ．出力対象者を選択します。 

ⅳ．“印刷”を押下します。 

提供票交付一覧を合わせて印刷します。詳細は下記

“各事業所に提供票交付一覧を印刷”をご覧ください。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

各事業所に提供票交付一覧を印刷 
提供票交付一覧を印刷するタイプを選択すると各事業所単位にサービス提供表等交付一覧を挟んで 

サービス提供票の出力が行なわれます。 

選択項目 内容 

印刷しない 提供交付一覧を印刷しません。 

同意文なし 提供交付一覧（同意文なし）を印刷します。 

同意文あり 提供交付一覧（同意文あり）を印刷します。 

同意文あり控 提供交付一覧（同意文あり）と控えを印刷します。 

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->サービス提供票等 



Ⅲ-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《サービス提供票等の出力方法について》 
同じ事業所で複数のサービス種類がある場合、“抽出方法”を変更することでサービス提供票／サービス提供票 

別表をサービス種類数分出力することができます。 

 

例：サービス提供票等をサービス種類別に出力する 

 

<参考：抽出方法で“事業所”を選択した場合> 

抽出方法で“事業所”を選択した場合は、事業所単位でのサービス提供票等印刷を行ないます。 

抽出方法で“事業所ｻｰﾋﾞｽ種類”を選択します。 

同じ事業所（番号）に複数のサービス種類がある場合は、 

サービス種類別にサービス提供票等を出力することができます。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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２-３ その他の帳票を印刷する 

          

             
 
（１） 計画作成利用者一覧表 

 
[居宅サービス計画作成利用者一覧等] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[サービス提供票交付一覧] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帳票内印刷順序を変更すること

ができます。 

サービス提供票等交付一覧に記載する 

同意有無を選択することができます。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

リストの並び順を変更すること

ができます。 

出力対象の事業所にチェックし“プ

レビュー”または“印刷”を押下しま

す。 

各種帳票を選択し“プレビュー” 

または“印刷”を押下します。 

 

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->計画作成利用者一覧／利用者カレンダー 
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（２） 利用者カレンダー 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅲ．印刷する帳票にチェッ

クを入れます。 

ⅳ．印刷をクリックします。 

ⅰ．印刷対象者にチェックを入れます 

複数の利用者選択が可能です 

【抽出条件】利用者一覧（画面左下）にて印刷対象者をフリガナ等で抽出することができ

カレンダーの開始曜日を 

指定できます。 

ⅱ．サービス提供年月を選

択します。 

ポイント！ 

1 日に表示するサービスの

件数を選択できます。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

開始曜日の指定 
帳票に出力する一週間の開始曜日を変更することができます。 

開
始
曜
日
（日
） 

 

開
始
曜
日
（月
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一週間の開始曜日が日曜日 

一週間の開始曜日が月曜日 
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３．給付管理外の設定を行う 
 

 入院等で一時的に当月のサービス提供実績がなかった場合は、利用者一覧より給付管理外の設定を行います。 
給付管理外の設定を行うと、請求データ自動作成時に当該利用者の請求データが作成されません。 
 

３-１ 給付管理外の設定を行う 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

対象者の“給外”のセルをダブルクリックします。 

※再度ダブルクリックすると解除されます。 

よくある間違い（当月の請求を見送る場合） 

当月の請求を見送る利用者に“給付管理外”の設定を行うと、翌月以降に月遅れ請求する際 

請求データが取込めなくなります。“給付管理外”の設定は当月のサービス提供実績がない場合のみ行って下さい。 

利用者との契約が終了した場合 
利用者との契約が終了した場合は、利用者基本情報の“利用状況”にて地域包括支援センターの利用終了年月日を登録

してください。利用終了年月日が設定されると終了年月日以降、対象者が月間スケジュールに表示されなくなります。 

給付管理外の利用者を非表示にすることが 

できます。 

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->月間スケジュール管理 
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４．月間スケジュールに実績を入力する 
 

 Quickけあでは、計画の単位数で給付管理票（様式１１）が作成される為、介護報酬請求データを作成するにあたり

実績をベースに計画を変更する必要があります。以下ではチャート形式画面を使用した運用方法を説明します 
 

４-１ 月間スケジュール管理（チャート形式画面）より、計画を実績ベースに調整する 

 

 
① 利用者を選択し、“チャート形式”を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 月間スケジュール管理（チャート形式画面）より、計画の調整を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

ⅰ．対象者を選択します。 

ⅱ．“チャート形式”を押下します。 

ⅰ．スケジュールの追加や削除、提

供時間の調整等を行います。また、 

介護予防短期入所等の日単位算定

のサービス種類については、日別に

加減算内容の調整を行います。 

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->月間スケジュール管理 

ⅱ．介護予防訪問介護等の月額定

額報酬のサービス種類について登

録内容に変更がある場合は、“月定

額”を押下し、直接変更を行います。 

ⅲ．福祉用具貸与の登録内容に変

更がある場合は、“福祉用具”を押下

し、直接変更を行います 
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４-２ 実績ベースに調整した計画に実績を一括入力する  

                    

実績ベースに調整された計画に対して、実績を一括入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ．実績入力を行なう利用者にチェックし 

“予定（－） → 予定＝実績（○）”を選択し、“実行”を押下します。 

 

ⅰ．実績入力を行なう利用者にチェックを入れます。 

ⅳ．予定通りに実績が一括入力されます。 

ⅲ．“はい”を押下します。 

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->月間スケジュール管理 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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４-３ 補足：表形式画面より月間の予定および実績を管理する 

                

予定および実績の管理は、表形式画面から行うことも可能です。以下では表形式画面による予定および実績の管理

方法について説明します。 
 
（１） 月間スケジュール管理（表形式）画面より予定を入力する 

 
① 利用者を選択し、表形式の画面を開きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

ⅰ．利用者を選択します。 

ⅱ．“表形式”を押下します。 

表形式画面 

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->月間スケジュール管理（表形式） 

表形式画面では、予定が（－）記号で表示されます。 
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② 計画を追加するセルを選択し、“新規”を押下後に表示される利用計画／実績設定画面より計画を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

選択したセルの提供

日やサービス事業が

された状態で追加画

面が表示されます。 

ⅲ．計画（－）が追加されます。 

ⅱ．「設定」を押下します。 

ⅰ．計画を追加するセルを選択し、“新規”を

押下します。 
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Ⅲ．週間・月間スケジュール編

表形式の画面に追加対象の“サービス事業”および“計画時間”がない場合 
表形式画面に追加対象の“サービス事業”または“計画時間”がない場合は、“サービス追加”から 
計画の追加を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「サービス追加」を押下します。  

ⅱ．サービス事業を選択します。  

ⅲ．提供日および提供時間を入力し

ます。  

ⅳ．「サービス追加」を押下します。  

計画（－）が追加されます。 

表上に追加対象の“サービス事業”および“計画時間”がない 
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（２） 月間スケジュール管理（表形式）画面より実績を入力する 

 
① 実績を入力するセルを選択し、“編集”を押下後に表示される利用計画／実績設定画面より実績を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 表形式画面上に表示される記号の内容 

No 記号 項目 説明 
１ － 予定 実績がなく、予定の状態です。 

２ ○ 実施 予定通り実施した状態です。 

３ × キャンセル 予定は立てたが、キャンセルされた状態です。 

４ 外 予定外 予定なしで実施された状態です。 

５ △ 一部実施 予定と実績に差異（時間や加減算など）がある場合です。 

ⅱ．編集画面で、実施状況を選択します。 

ⅲ．予定（画面左）および実績（画面右）

が入力できます。 

※ここでは「実績」を入力しています。 

ⅳ．「設定」を押下します。 

ポイント！ 

選択範囲の指定 

枠内をドラッグすれば、連続日・複数行を

指定できます。 

「―（予定）」が「○（実績）」の状態に変わ

ります。※表形式画面上に表示される記

号の内容は下表をご覧ください。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

ⅰ．実績を入力する計画（－）のセルを 

選択し、“編集”を押下します。 
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指定範囲の計画に対して実績を一括入力する 
「計画／実績調整」より指定範囲の計画に実績を一括入力することができます。また、実績入力以外にも 
様々な一括処理を行うことができます。 
 
処理内容 
No 項目 説明 
１ 予定（－）→予定＝実績（○） 予定と同じ内容で実績（○）が入力されます。 
２ 予定を実績に合わせる 実績をベースに予定を調整します。 

３ すべて→キャンセル（×） 選択した予定を、すべてキャンセル状態（×）にします。 
４ すべて→予定（－） 選択した実績を、すべて予定の状態（－）に戻します。 

 
 【操作の流れ】 
 （例）＜調整①＞ 予定（－） → 予定＝実績（○）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．処理内容を選択します 

ⅱ．一括で登録する範囲を選択し

ます。（ドラッグまたはSHIFTしなが

らクリック） 

ⅲ．「実行」を押下します。 

ⅳ．「はい」を押下します。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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（３） 実績をもとに計画を調整する 
給付管理票は月間スケジュールで作成された“計画”の単位数で作成されます。その為、予防訪問看護や予防ショー

トなど日単位で算定されるサービスについては予定と実績がスケジュール上で異なる場合、予定の単位数を実績ベー

スに変更する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．“<調整②>予定を実績に合わせる” 

を選択する。 

ⅱ．調整する範囲を選択します。 

（ドラッグまたは SHIFTしながらクリック）

 

ⅲ．「実行」を押下します。 

ⅳ．予定を実績に合わせる項目にチェッ

クを入れます。 

キャンセル状態では予定の単位数が入力されている為、 

給付管理票にキャンセル分の単位数が取込まれます。 

給付管理票に取込む必要がなければ削除して下さい。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

月額定額報酬や福祉用具貸与の単位数を変更する場合 
月額定額報酬や福祉用具貸与には予定や実績の区別がありません。登録済みの内容に変更がある場合は 

直接登録内容を変更してください。 
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５．介護給付費明細書（7-2）に記載する加算項目を設定する 
 

 介護給付費明細書（7－2）に記載する「初回加算」および「介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」の

加算項目を設定します。 
 

５-１ 介護給付費明細書（7-2）に記載する加算項目を設定する 

                       

 
月間スケジュール画面で、「加減算入力に切替える」を選択します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(１) 加算項目を利用者個別に設定する 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポイント！ 

加算項目の解除 

設定した加算項目を解除したい場合は、再

度対象のセルをダブルクリックします。 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編

加算を設定する利用者のセルをダブルクリ

ックします。（●が表示されます） 

月間スケジュール管理画面の 

「加減算入力に切替える」にチェックします。 

［メニュー］：介護予防支援->月間スケジュール->月間スケジュール管理 
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(２) 加算項目を複数利用者に対して一括設定する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅲ．設定する加減算項目を選択して「実行」を押下します 

地域包括では、以下の項目が該当します。 

■初回加算 

■介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 

■削除する（設定している項目を削除する場合） 

チェック対象者に加算が算定されます 

ⅰ．加算を設定したい利用者をチェックします 

ⅱ．データ処理にて、「【一括設定】加減算項

目を一括設定」を選択し、「実行」を押下します 

Ⅲ．週間・月間スケジュール編
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Ⅳ．請求編 
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第１章 介護報酬請求データを作成する 
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１．介護報酬請求データを作成する 
 

 基本情報や月間スケジュールの内容をもとに国保連合会へ提出する介護報酬請求データの作成を行います。 
 

１-１ 介護報酬請求データを自動作成する  

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

ⅰ．請求年月を選択します。 

ポイント！ 

請求年月 

請求年月は提供年月の翌月になります 

（例）提供年月：平成 21年 4月の場合 

  ⇒請求年月：平成 21年 5月 

ⅱ．地域包括支援センターを選択します 

ⅲ．「請求データ自動作成」を押下しま

す。 

ⅳ．「はい」を押下します。 

ⅳ．「請求データ一覧」を押下します。 

取込状況が「未取込」→「取込完了」 

に変化します。 

［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 

次ページに続きます 
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１-２ 介護報酬請求請求データのエラー確認および修正を行う 

                        

 
（１） 自動作成された様式 7-2および様式 11（給付管理票）の請求データの誤りを確認する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 請求データに誤りがある場合は、“エラー一覧”よりエラー内容の確認を行う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

請求データに誤りがあると 

エラーに「×」が表示されます。 

●様式 7-2 と 11（給付管理票）の確認

は帳票様式を切替えて行います。 

請求データのエラーチェック 

ここでは、自動作成した請求データに情報漏れや不整合が

ないか確認します。請求明細の確認は“1-3 請求データの

明細内容を確認する”で行います。 

エラー一覧 

“エラー一覧”を押下します。 

［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 
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（３） エラー一覧を参考にエラー箇所の修正を行う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（４） 再度、請求データ自動作成（再取込）を行う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エラー事例 対応方法 

給付管理票情報

がありません 

①月定額報酬の登録が行われていない可能性があります。月間スケジュールにて月定額サービスが登

録されているか確認してください。 

②入院等により一時的に当月の利用がない場合は、月間スケジュール画面より給付管理外の設定を行

って下さい。 

③入院等による一時的なものではなく今後も利用がない場合は、利用者基本情報にて利用状況（契約

期間）の終了日を入力してください。 

Ⅳ．請求編 

例：基本情報->利用者->利用者（利用状況） 

例：介護予防支援->月刊ｽｹｼﾞｭｰﾙ->月刊ｽｹｼﾞｭｰﾙ管理（ﾁｬｰﾄ形式） 

「請求データ自動作成」を押下します。 

請求データ自動作成を行うと、確定処理をされ

ていない請求データが全て削除された上で請

求データが再作成されます。 
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Ⅳ．請求編 

個別に請求データを再作成する 
請求データは個別に再作成することも可能です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求データ再作成時の注意！ 

①請求データ再作成は、選択した請求データ個別に行われます。利用者の生年月日や性別に誤りがあった場合は、

様式 7-2 と様式 11の両方で請求データ再作成を行う必要があります。 

 

②保険者番号や被保険者番号に誤りがある場合、請求データ再作成による修正はできません。再度、請求データ自

動作成を行ってください。 

 

ⅰ．再作成する請求データを選択します。 

ⅱ．“請求データ再作成”を押下します。 



Ⅳ-6 

 
 

１-３ 請求データの明細内容を確認する 

                  

請求データの“明細内容”を一覧帳票で確認します。 
 
確認帳票 
帳票 帳票内容 
【様式７-２】 居宅サービス計画費情報一覧 様式 7・7-2の請求内容を担当者別に一覧表で確認できます。 
【様式１１】 給付管理票一覧 様式 11（給付管理票）の請求内容を担当者別に一覧表で確認できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

ⅰ．請求年月および事業所（地域包括支援セン

ター）を選択します。 

 

請求データの確定や見送り有無で 

出力する内容を変更できます。 

様式 11（給付管理票）のみ利用者の並び順を

「利用者カナ」「委託先」から選択できます。 

担当者別に様式 7-2 および様式 11（給付管理

票）の内容を一覧で確認できる帳票を出力でき

ます。 

なお、担当者を指定していない場合は、担当者

別に一括で印刷されます（担当者別に改ページ

されます）。 

ⅱ．出力対象の帳票を押下します。 

明細内容に誤りがあった場合 
明細内容に誤りがあった場合は、“1-1介護報酬請求データを自動作成する“の手順に戻ります。 

［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護給付費明細書一覧表（担当者別） 
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１-４ 確定処理を行う 

エラー等のチェックを行った後、様式 7-2 と 11（給付管理票）の請求データに確定処理を行います。確定処理が行われ
ていないデータは国保連合会へ送信する対象になりませんので、ご注意下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

ⅰ．“全選択”を押下します。 

ⅱ．“請求確定／解除”を押下します。 

ⅲ．“確定済み”をチェックします。 

ⅳ．“保存”を押下します。 

●様式 7-2 と 11（給付管理票）に切替え

て、それぞれ確定処理を行います。 

［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 
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２．当月の請求を見送る 
 

要介護認定情報が未決定などの理由で、当月の請求を見送る場合は、請求データ確定後に見送り処理を行います。

見送り処理を行った請求データは当月請求からは除外されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

見送り処理 

見送り処理された請求データは、電子請求用 CSVデータに含まれません。 

見送り処理は、様式 7-2および様式 11（給付管理票）のそれぞれの様式で行って下さい。 

ⅰ．対象者を選択します。 

ⅱ．“請求結果”を押下します。 

ⅲ．“見送り”にチェックします。 

ⅳ．“保存”を押下します。 

請求結果に“見送り”を設定する 
［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 

★当月の請求を見送る場合は、様式

7-2と 11（給付管理票）に切替えて、それ

ぞれ見送り処理を行ってください。 
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３．月遅れ請求を行う 
 

要介護認定情報が未決定などの理由で、前回見送りした請求データを月遅れで請求します。 

 

 
 

 

（１） 月遅れ請求を行う請求年月に前回見送りした請求データを追加する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

前回見送りした請求データを月遅れで請求する 
［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 

ⅰ．月遅れ請求を行う請求年月を選択し

ます。 

ⅱ．“追加”を押下します。 

ⅲ．“過去に設定した返戻、見送り等の請

求データ”にチェックします。 

ⅳ．選択”を押下します。 

ⅴ．過去の請求状態の“見送り分”にチェ

ックします。 

ⅵ．対象者を選択し“追加”を押下します。 

★月遅れで請求する場合は、様式 7-2 と

11（給付管理票）に切替えて、それぞれ

の様式に請求データを追加してください。 
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（２） 追加した請求データを再作成する 
追加した請求データを再作成します。再作成を行うことで要介護認定情報や月間スケジュールの最新の情報が取り込

まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

請求データ再作成時の注意 
保険者番号や被保険者番号に誤りがある場合、請求データ再作成による修正ができません。追加した月遅れの請求データ

を削除した後、新規に請求データを追加してください。詳細は次ページの“新規に請求データを追加する”をご覧ください。 

 

ⅰ．対象者を選択します。 

ⅱ．“請求データ再作成”を押下します。 
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Ⅳ．請求編 

新規に請求データを追加する 
見送りした請求データを前回作成していない場合や、前回作成した請求データの保険者番号または被保険者番

号に誤りがある場合は、以下の手順で請求データを“新規”に追加します。 
 
 
 
 

月遅れ請求を行う場合は、様式

7-2 と様式 11（給付管理票） 

それぞれで追加を行って下さい。 

ⅰ．月遅れ請求する請求年月を選択します。 

ⅱ．“追加”を押下します。 

ⅲ．“新規に請求データを追加”にチェックします。 

ⅳ．選択”を押下します。 

ⅴ．“サービス提供年月”を選択します。 

ⅵ．請求区分の“月遅れ”にチェックします。 

ⅶ．対象者を選択し“追加”を押下します。 
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４．返戻による再請求を行う 
 

前回請求したデータに誤りがあり返戻等でもどってきた場合は、再度請求を行います。 

再請求の種類には以下のものがあります。 

 

再請求となる原因 対象様式 Quickけあ上での操作 

生年月日や性別の誤りよ

る返戻 

7-2 

11（給付管理票） 

サービス事業の事業所区

分の誤りによる返戻 
11（給付管理票） 

以下の項目をご覧ください。 

“4-1 返戻となった請求データの再請求準備” 

“4-2 返戻となった請求データを再請求する”  

国保連へ受付された給付

管理票に誤りがあり修正 
11（給付管理票） “4-3 給付管理票を修正で提出する”をご覧ください 

 

 

４-１ 返戻となった請求データの再請求準備 

 
（１） 国保中央会介護伝送通信ソフトで請求結果を受信する 
国保中央会介護伝送通信ソフトより、国保連合会へ請求データを受信します。詳細については別途「伝送通信ソフトマニュアル」を

ご覧ください。 

 
（２） Quickけあより請求結果（増減単位数返戻通知書等）を確認する 
国保連合会より受信した請求結果（増減単位数返戻通知書等）を Quickけあより出力できます。 
出力可能な帳票（国保連合会より受信したデータ）は、ボタンが押せる状態になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３） 請求結果（増減単位数返戻通知書等）を参考に基本情報や月間スケジュールを修正する 
再請求データを作成する前に、増減単位数返戻通知書等を参考に返戻となった問題箇所を修正して下さい。

Ⅳ．請求編 

[メニュー]：保険者請求->介護報酬請求->国保連受信データ印刷 
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４-２ 返戻となった請求データを再請求する 

                        

 
（１） 再請求を行う請求データの請求結果に“返戻”を設定する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．返戻となった請求年月を選択します。 

ⅱ．対象者を選択します。 

ⅲ．請求結果の“返戻”にチェックします。 

ⅳ．“保存”を押下します。 

［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 

Ⅳ．請求編 

★請求結果の設定は、必要に応じて様式

7-2と 11（給付管理票）に切替えて、それぞ

れ設定してください。 
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（２） 再請求する請求月に請求データを追加する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

ⅰ．再請求する請求年月を選択します。 

ⅱ．“追加”を押下します。 

ⅲ．“過去に設定した返戻、見送り等の請

求データ”にチェックします。 

ⅳ．選択”を押下します。 

ⅴ．過去の請求状態の”返戻“にチェックし

ます。 

ⅵ．対象者を選択し“追加”を押下します。 

★請求データの追加は、必要に応じて 

様式 7-2 と 11（給付管理票）に切替えて、

それぞれ追加してください。 
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（３） 追加した請求データを再作成する 
追加した請求データを再作成します。再作成を行うことで修正した基本情報や月間スケジュールの最新の情報が取り

込まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

請求データ再作成時の注意 

①請求データ再作成は、選択した請求データ個別に行われます。利用者の生年月日や性別に誤りがあった場合は、様式

7-2 と様式 11の両方で処理を行う必要がありますのでご注意ください。 

 

②保険者番号や被保険者番号に誤りがある場合、請求データ再作成による修正はできません。追加した再請求データを削

除した後、新規に請求データを追加してください。詳細は次ページの“新規に請求データを追加する”をご覧ください。 

 

ⅰ．対象者を選択します。 

ⅱ．“請求データ再作成”を押下します。 
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新規に請求データを追加する 
前回作成した請求データの保険者番号または被保険者番号に誤りがある場合は、以下の手順で請求データを

“新規”に追加します。 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

必要に応じて、様式 7-2 と 

様式 11（給付管理票） 

それぞれで追加を行って下さい。 

ⅰ．再請求する請求年月を選択します。 

ⅱ．“追加”を押下します。 

ⅲ．“新規に請求データを追加”を押下します。 

ⅳ．選択”を押下します。 

ⅴ．“サービス提供年月”を選択します。 

ⅵ．請求区分の“再請求”にチェックします。 

ⅶ．対象者を選択し“追加”を押下します。 
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（３） 様式 11（給付管理票）の作成区分を“新規”に変更する 
請求結果を“返戻”に設定した給付管理票を再請求する年月に追加すると給付管理票の作成区分が“修正”になりま

す。お手数をおかけしますが、手動で作成区分を“新規”に変更してください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．対象者を選択します。 

ⅱ．“編集”を押下します。 

ⅲ．作成区分を“新規”に変更します。 

請求データの追加後は、作成区分が“修正”

で表示されますので、手動で作成区分を 

“新規”に変更してください。 
 

ⅳ．“保存”を押下します。 

Ⅳ．請求編 
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（４） 確定処理を行う 
請求データの確定処理を行います。確定処理が行われていないデータは国保連合会へ送信する請求データの対象と

なりませんので、ご注意下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．“確定済み”をチェックします。 

ⅳ．“保存”を押下します。 

ⅰ．対象者を選択します。 

ⅱ．“請求確定／解除”を押下します。 

Ⅳ．請求編 
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４-３ 給付管理票を修正で再提出する 

                        

 
（１） 再提出する給付管理票の請求結果に“返戻”を設定する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．前回、給付管理票を作成した請求年

月を選択します。 

ⅱ．対象者を選択します。 

ⅲ．請求結果の“返戻”にチェックします 

ⅳ．“保存”を押下します。 

［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 

Ⅳ．請求編 

様式 11（給付管理票）を選択します。 

給付管理票を修正で再提出する場合 

給付管理票を修正で再提出する場合は、便宜上請求結果に“返戻”を設定して下さい。 
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（２） 給付管理票を再提出する請求月に請求データを追加する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

ⅰ．再提出する請求年月を選択します。 

ⅱ．“追加”を押下します。 

ⅲ．“過去に設定した返戻、見送り等の請

求データ”にチェックします。 

ⅳ．選択”を押下します。 

ⅴ．過去の請求状態の”返戻“にチェックし

ます。 

ⅵ．対象者を選択し“追加”を押下します。 

様式 11（給付管理票）を選択します。 
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（３） 追加した給付管理票を再作成する 
追加した給付管理票を再作成します。再作成を行うことで最新の月間スケジュールの情報が取り込まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．請求編 

ⅰ．対象者を選択します。 

ⅱ．“請求データ再作成”を押下します。 

作成区分には“修正”が表示されま

給付管理票の作成区分 

請求結果に “返戻”を設定した給付管理票を追加すると、請求区分が自動で“修正”になります。 
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（４） 確定処理を行う 
請求データの確定処理を行います。確定処理が行われていないデータは国保連合会へ送信する請求データの対象と

なりませんので、ご注意下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．“確定済み”をチェックします。 

ⅳ．“保存”を押下します。 

ⅰ．対象者を選択します。 

ⅱ．“請求確定/解除”を押下します。 

Ⅳ．請求編 
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第２章 国保連合会への提出準備 
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１．ＦＤまたは国保中央会介護伝送ソフトによる請求を行う 
 

 FDまたは国保中央会介護伝送ソフトによる請求準備を行ないます。 
 

FDまたは国保中央会介護伝送ソフトによる請求を行う 

                              ［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->請求書発行／CSV出力 

 
（１） FDまたは国保中央会介護伝送ソフトに請求データを出力する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．請求年月を選択します。 

ⅱ．地域包括支援センターを選択します 

ⅲ．「①CSVデータ作成」を押下します。 

（処理が行われると、出力状況に「出力

データ作成済み」と表示されます） 

ⅳ．「②媒体出力」を押下します。 

Ⅳ．請求編 

国保連合会への提出方法を変更する場合 
国保連合会への提出方法を変更したい場合は「環境設定」より設定を変更しますします。 

 

 

例：伝送の場合 

FDへのデータ出力方法 

FDに出力する場合のみ 

帳票様式および提供年

月別に FDを分けて出力

するかどうか選択できま

“伝送”または“FD”をチェックし、“参

照”より出力先の設定を行います。 

◇伝送ソフトの場合（  例： C:¥Kaigo¥kaigo_d¥Datasend ）   ◇FDの場合（ 例： A:¥ ） 

媒体出力後に請求データの誤りを見つけた場合 

請求データの修正後、再度、①“CAVデータ作成”および“②媒体出力”を続けて押下して下さい。 
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（２） 国保中央会介護伝送ソフトを起動し、国保連への送信を行う 
①“CAVデータ作成”および“②媒体出力”まで終了したら、「Quickけあ」の作業は完了です。国保中央会介護伝送ソフトを 
起動し、請求データの送信を行ってください。 
 

２．紙による請求を行う（各種請求書を印刷する） 
 

 介護給付費明細書（様式 7-2）や給付管理票（様式 11）、介護給付費請求書（様式 1）等の印刷を行います。 
 

紙による請求を行う（各種請求書を印刷する） 

                              ［メニュー］：保険者請求->介護報酬請求->請求書発行／CSV出力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．請求年月を選択します。 

ポイント！ 

請求年月 

請求年月は提供年月の翌月になります 

（例）提供年月：平成 21年 4月の場合 

  ⇒請求年月：平成 21年 5月 

ⅱ．地域包括支援センターを選択します 

ⅲ．「請求書等印刷」を押下します。 

ⅳ．出力対象の帳票にチェックを入れま

す。 

ⅴ．「印刷」を押下します。 

Ⅳ．請求編 

国保連へ提出する帳票を一覧に

表示することができます。その他

の集計帳票は「介護給付費請求一

覧」に切替えて表示することができ

ます。 
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Ⅴ．便利な機能 
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１．利用者ロック機能 
 

 
 
 利用者ロック機能を使用すると、各画面起動時に指定（ロック）した利用者が初期選択されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「利用者を指定する」にチェックします 

ⅱ．指定する利用者を選択します 

 （利用者をダブルクリックします） 

ⅲ．指定された利用者が表示されます。 

各画面 

各画面起動時に指定（ロック）し

た利用者が初期選択されます。 

介護予防サービス・

支援計画票 
基本チェックリスト 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：TOP メニュー 
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２．定型文機能 
 
 
 
 「Quick けあ」では、よく使用する文言を定型文として登録することができます。登録した定型文は職員同士で共有す

ることもできます。 

(１) 定型文の登録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．文章を入力します。 

ⅱ．えんぴつパネルをクリックし、 

 ＜定型文として登録＞を選択します。 

ポイント！ 

定型文は、カテゴリ毎に文章の編集・削除

使用回数の確認ができます。（下記参照） 

 
ⅲ．登録する文章が表示されます 

 （登録前に内容を編集できます） 

ⅳ．「保存」を押下します。 

定型文を分類の指定できます。 

カテゴリ切替 定型文管理 

設定した分類で、同じカテゴリの 

定型文を絞り込むことができます 

定型文の使用回数が表示されます。 

ポイント！ 

選択回数について 

定型文が複数登録されている場合、 

メニューには選択回数の多い順に 

表示されます。 

定型文管理画面 

定型文管理画面から編集や新規 

追加、削除などが行えます 

他の職員に対する操作権限 

①公開する：定型文が使用できます 

②許可する：定型文の編集が行えます 

定型文の管理方法を選択します。 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：全般 
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(２) 定型文の読み込み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．えんぴつパネルをクリックします。 

選択した文章が入力されます。 

ⅱ．入力したい定型文を選択します。 
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３．メモ型の定型文機能（別画面で編集する） 
 
 
 
 メモ型の定型文機能には“別画面で編集”ができる機能が追加されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 例：［メニュー］：介護予防支援->ケアプラン->介護予防サービス・支援計画表 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅲ入力後“閉じる”を

押下します。 

別画面が起動し 
広いスペースで 

入力が行なえます！ 
 

ⅰ定型文のパネルを押

下します。 

ⅱ<別画面で編集>を 

押下します。 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：全般 
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４．入力補助機能 
 
 

 Quickけあの登録画面には、項目名が青色で表示されているものがあり、青文字を押下することで 

入力を補助する様々な機能が動作します。（例：カレンダーやマスタ登録画面など。項目ごとに動作は変わります） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郵便番号設定 職員の選択 

住所一覧にて 

入力する候補を

選びます。 

ポイント！ 

「郵便番号」を押下すると住所一覧より

郵便番号、住所入力ができます。ま

た、郵便番号入力後「郵便番号」をクリ

ックすると住所が自動入力されます。 

この機能を使用するには、事前に基本情報→その他→郵便

番号／住所で、県ごとに取り込んでおく必要があります 

カレンダー選択タイプ 選択項目の登録 

年月を切替えて、カレンダーで 

日付を設定できます 

「クリア」を選択すると 

職員選択が（指定なし）に戻ります 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：全般 
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基本チェックリストおよび介護予防サービス・支援計画表については、他の利用者のデータを複写することができます。 
例：予防太郎さんに予防花子さんの計画書を複写する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

虫眼鏡検索機能 

検索するﾜｰﾄﾞを入力し、「Enter」を押下します。 

「曖昧（部分）検索」が可能です。 

年月の固定 

固定する年月を 

選択します。 

選択月が固定されると 

年月の横に    が表示されます。 

※上記状態で再度“選択月を固定す

る”を押下すると選択月の固定を解除

することができます。 

年月を指定できる画面で選択月の固定を行なうと、

各画面起動時に固定した選択月が初期選択されま

す。 

 “選択月

を固定す

る”を押下

します。 

Ⅴ．便利な機能 

ⅰ．他の利用者から計画書を取込む利用

者（予防太郎さん）を選択します。 

ⅱ．「他の計画書」より複写を押下します 

ⅲ．「変更」より複写元の利用者（予防花子

さん）を選択します。 

ⅳ．複写元利用者の所属サービス事業を

選択します。 

ⅴ．計画書の取込内容を選択します。 

ⅵ．「保存」を押下します。 

他の利用者からの複写 
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５．グリッド機能 
 
 

 Quickけあでは、各表形式の画面に対し以下の機能を使用することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

抽出機能 全選択機能 

カレンダー集計 EXCEL出力機能 

一覧表示されている 

全ての項目を選択する場合は、 

「タイトル行」の□にチェックします 

一覧すべてにチェックが入ります 

（印刷対象、スケジュール取込等） 

※ 抽出機能との併用も可能 

ポイント！ 

全選択解除 

タイトル行のチェックを外すと、 

全ての行のチェックが外れます。 

表の上で右クリックし、メニュー

の中から Excelに出力を選択 

（罫線の有無も選べます） 

見出しを右クリックすると 

集計方法が切替ります。 

 

 

 

 

※（見出しにカーソルを載

せると集計方法の説明が

表示されます） 

 

指定した方法で集計した 

期間が表示されます Excelがインストール 

されている必要があります 

抽出したい項目の見出しを

ダブルクリックします 

対象項目にチェックし 

「OK」を押下します。 

（複数選択可） 

抽出結果が表示されます 

（抽出条件を設定した項目

は青文字で表示されます） 

認定情報や利用状況等の期間を

管理する項目で使用できます 

 

［メニュー］ 

基本情報->利用者-> 

利用状況/入退院等 

Ⅴ．便利な機能 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：全般 
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６．Quick My メニュー 
 
 
 Quickけあでよく使用するメニューを“Quick My メニュー”として登録できます。 
 “Quick My メニュー”は TOP メニュー上に表示される為、分類メニューを選択せず直接メニューを起動できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メニューの上で右クリックすると 

表示される“Quick My メニューに

登録する”を押下します。 

登録を解除する場合 

登録したメニューを解除する場合は、メニューの上で右クリックすると表示される“Quick My メニューに登録の解除”を押

下します。 

 

メニューの上で右クリックすると 

表示される“Quick My メニューに

登録の解除”を押下します。 

Quick My メニューの 

登録はドラッグ&ドロップ

操作でも可能です 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：TOP メニュー 
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《Quickけあ通常画面と Quick My メニュー画面の切替え》 
Quick My メニューを押下すると Quickけあ通常画面と Quick My メニュー画面の切替えが行えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quick My メニュー画面 

“Quick My メニュー”を 

押下すると上図通用画面に切

り替わります。 

Ⅴ．便利な機能 

“Quick My メニュー”を 

押下するとQuick Myメニュー

画面に切り替わります。 

“Quick My メニュー”に登録さ

れたメニューが表示されます。 

Quick けあ通常画面 
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７．利用者がよく利用するサービス事業の設定 
 
 
利用者がよく利用されるサービス事業をマスタ登録することでケアプランやスケジュール作成時に対象の事業所を簡単に 

選択することができるようになります。標準サービス事業で設定した内容は、下記のメニューで共有されます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
(１) 標準サービス事業者の登録方法  例：介護予防支援->ケアプラン->介護予防サービス・支援計画表->課題タブ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務 対象項目 
サービス事業登録 介護予防サービス・支援計画票② 

計画作成（チャート形式・表形式） 
月定額サービス設定画面 
福祉用具貸与設定画面 

週間サービス計画表 
月間スケジュール 

短期入所サービス期間設定画面（表形式） 

ⅰ．登録したいサービス種別を選択します 

 （予防訪問介護、予防通所リハなど） 

ⅱ．「サービス事業」 を選択します 

ⅲ．登録するサービス事業者を選択します 

ⅳ．「追加」を押下します。 

登録する事業者を事業所名または事業所番

号より検索することができます。 

※事業名は「曖昧（部分）検索」が可能です。 

サービス事業は複数登録することができま

す。複数登録を行った場合は最も利用するサ

ービス事業に「標準“○”」の設定を行います。 

※「標準」の切り替えは対象事業者の標準セ

ルをダブルクリックすることで切り替わります。 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：TOP メニュー 
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(２) 標準サービス事業の使用方法 
 
① チャート形式画面の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 介護予防サービス・支援計画書（介護保険サービスまたは地域支援事業）の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．サービス種別を選択します。 

ⅱ．“サービス事業”を押下します。 

サービス種類のパネルをスケジュール表にド

ラッグ&ドロップすると、利用者がよく利用する

サービス事業が初期選択されます。利用者が

よく利用されるサービス事業が複数登録され

ている場合は、標準に”○”が設定されたサー

ビス事業が初期選択されます。 

ⅲ．利用者がよく利用するサービス事業の一

覧からサービス事業の選択を行います。 

Ⅴ．便利な機能 
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８．宛名（タックシール）印刷 
 
 
 登録したタックシール様式を使用して、利用者および事業所宛のタックシール印刷を行います。 

 
[タックシール印刷の種類] 

 
 
(１) タックシール様式を登録する  例：利用者＜宛名印刷＞ 
タックシール様式はメーカーによって異なります。サイズ詳細は、商品パッケージやメーカーのホームページに記載されています

ので事前にご確認下さい。 

 
① “タックシール様式”を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 名称 メニュー 説明 

１ 利用者<宛名印刷> 基本情報->利用者 
利用者一覧より選択した対象者のタックシール印刷を行ない

ます。 

２ 事業所<宛名印刷> 基本情報->事業者 
事業者一覧より選択した対象事業所のタックシール印刷を行

ないます。 

３ 
サービス提供票等 

<宛名印刷> 
介護予防支援->月間ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

事業者一覧より選択した対象事業所のタックシール印刷を行

ないます。当メニューの場合、選択月の月間スケジュールに

組み込まれた事業所が出力対象となります。 

ⅰ．“タックシール様式”を押下します。 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：利用者<宛名印刷>／事業所<宛名印刷>／サービス提供票等<宛名印刷> 
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② “新規”を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 余白およびラベルサイズを設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ⅰ．「新規」を押下します。 

ⅲ．シールの様式を登録します。 

ここでは、以下の図を例に入力しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１２面、ラベル間にすき間があるタイプ） 

ⅱ．様式名を入力します。 

（印刷時選択する名称になります） 

作業は次ページへ進みます 

ポイント！ 

規格マスタ 

代表的な規格（余白やラベルサ

イズ）を登録することができま

す。登録した規格マスタはタック

シール様式登録時に「取込」ボタ

ンより取込むことができます。 

Ⅴ．便利な機能 
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④ レイアウトおよびフォント調整を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅳ．１枠内でのレイアウトを調整します。 

各宛名パーツをドラッグして、位置調整を

行って下さい。 

ポイント！ 

宛名パーツについて 

各パーツは以下の情報と連動しています。 

・郵便番号＝利用者情報の郵便番号 

・住所１＝利用者情報の住所１ 

・住所２＝利用者情報の住所２ 

・氏名＝利用者情報の氏名 

 

※上記以外の情報は印刷できません 

※事業所宛名印刷時、氏名は事業者名を

利用します。（例：●●事業所 御中） 

配置例 

ⅴ．「設定」を押下します。 

氏名の下に郵便番号、住所１、

住所２が隠れています 

ドラッグして好みの 

位置へ移動させます 

 

各パーツをダブルクリックする事により、文

字サイズやフォントの変更などが指定でき

ます。（事業所用に氏名を小さくする、等） 

Ⅴ．便利な機能 
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(２) タックシールを印刷する 例：事業所＜宛名印刷＞ 
 各種タックシールの印刷方法は各メニュー共通です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 《便利な機能》 

NO メニュー 説明 

① 
出力 
単位 

タックシールに印刷する宛名を“シール単位”と“ページ単位”から選択できるようになりました。 

《シール単位》                          《ページ単位》 

 

② 
開始 
位置 

タックシールへ印刷を行なう際、印刷の開始位置を指定することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．出力対象の宛て先にチェックします。 

ⅱ．タックシール様式を選択し、“実行”を押下します。 

① 

② 

出力対象の宛名がシー

ル単位（１件ずつ）で出

力されます。 

出力対象の宛名がペー

ジ単位（１ページずつ）で

出力されます。 

開始位置を押下します。 

押下した位置で開始位

置が変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

５ 

６ 

７ 

１２ 

１１ 

１０ 

９ 

８ 

印刷 

Ⅴ．便利な機能 
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９．利用状況／入退院等 
 
 
 利用状況/入退院等では、選択した“サービス事業”の利用者に対して要介護認定情報や公費情報・利用状況な 

 どの項目に切り替えて有効期間をチャート形式で確認することができます。また、対象者をダブルクリックすることで 
 直接対象の登録画面に移動することもできます。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [ﾒﾆｭｰ]：基本情報->利用者->利用者（介護保険証/要介護認定情報） 

 
地域包括支援センターで使用する項目 
NO 項目 内容 

１ 
利用状況（居宅介護支援／ 
介護予防支援） 

地域支援包括支援センターと利用者との契約期間に対する情報を確認

／設定できます。 
２ 担当介護支援専門員 利用者に対する担当者および担当期間を確認／設定できます 
３ 要介護認定情報 要介護認定情報の有効期間などを確認／設定できます。 
４ 給付率（減免／制限） 給付率およびその適用期間を確認／設定できます。 
５ 公費情報 公費の種類およびその適用期間を確認／設定できます。 

ⅰ．サービス事業を選択します。 

※サービス事業の選択以外に利用者の抽出

条件や表示範囲を指定することができます。 

ⅱ．表示内容および該当有無を指定します。 

ⅱ．利用者をダブルクリックします。 

登録画面に直接移動できます 

ポイント！ 

グラフ表示 

表上の期間は、“表示範囲”より“日単位、月

単位、年単位”で切り替えることができます。 

介護保険証/要介護認定情報 
登録画面 

ポイント！ 

該当有無の選択 

該当有無では表示内容に対する情報がある

（該当者）、情報がない（非該当者）または全

利用者（全員）で表示方法を切替られます。 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：基本状況->利用者->利用状況／入院等 
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１０．統計管理（リスト／クロス集計） 
 
 

 「Quickけあ」に登録したデータを様々な条件で集計する事ができます。 

 
(１) Quickけあに登録したデータを任意の条件（集計元データ）で出力する 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集計項目が一覧に表示されます。 

ⅰ．「新規」を選択します 

ⅱ．「集計元データ」より、集計を行う条件 

（集計元データ※）を選択します。 

ⅲ集計する際の抽出条件を設定します。 

抽出条件については次ページの“集計デー

タの抽出条件”をご覧下さい。 

ⅳ．「集計」を押下します。 

集計結果が画面下部に表示されます。 

ポイント！ 

集計結果の活用 

集計表上で右クリックすると、表示されるメニ

ューより、集計結果をEXCELに出力すること

ができます。 

ポイント！ 

集計内容一覧（テンプレート） 

集計内容を、集計内容一覧に追加されます。

次回以降は、前回設定した集計内容で 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：その他->統計管理->リスト／クロス集計 
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《集計データの抽出条件》 
 「集計」を行う場合、集計元データに応じた条件をそれぞれのタブで指定する必要があります。 
 ※指定する抽出条件は、選択した集計元データによって異なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポイント！ 

抽出条件の設定ができていないとき 

必要な抽出条件が設定されていない状態で「集計」を行うと、以下のように集計に必要な抽出条件を促す 

エラーメッセージが表示されます。その場合は、メッセージに従い抽出条件の設定を行って下さい。 

 

【介護サービス事業者／月・日タブ】 

集計対象の事業所やサービス事業や集

計期間を選択します 

【利用者タブ】 

集計対象を更に利用者の区分などで 

絞り込みます。 

対応）月／日タブで、出力する月を

選択します。 

Ⅴ．便利な機能 
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(２) 集計内容を登録する（テンプレート） 
  集計元データで設定した各種集計条件を集計パターンとして登録することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．識別キーとタイトルを入力します。 

ⅱ．入力できたら、「保存」を押下します。 

「集計元データ」タブに登録された内容が 

集計パターンとして登録できます。 

集計一覧に集計パターンが登録されます。 

ポイント！ 

集計パターン 

登録した集計パターンを「編集」で開くと 

各集計元データの項目が選択された状態

で集計画面が表示されます。 

ポイント！ 

識別キーとタイトルは任意に設定できます。 

Ⅴ．便利な機能 
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１１．WAMNET情報取込 
 
 

WAMNETホームページ（会員サイト：コミュニティ介護）に公開されている、“介護サービス事業者情報”の 
ファイルより、事業者の事業所情報や体制設備情報などを直接 Quickけあに取り込むことができる機能です。 
ただし、最新の情報とは異なる可能性がありますので、事業者情報の取込み後は、登録内容のご確認をお願い致

します。 
 

(１) WAMNETから介護サービス事業者の情報を取得する ※初回登録時またはファイル更新時のみ 
 
① WAMNET（http://www.wam.go.jp）会員ページより、介護サービス事業者情報のファイルをダウンロードします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：その他->統計管理->リスト／クロス集計 

WAMNET会員ページへ

ログインします。 

会員登録など詳細は、

WAMNETへ 

お問い合わせ下さい。 

ダウンロードする事業者情報ファイルの指定を行います。 

１．都道府県 

 都道府県を指定します。 

２．サービスの選択 

 対象のサービス種類を選択します。 

３．取得する情報の種類 

 「サービス事業者情報」「介護報酬情報」の両方ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし

ます。 

※1 回につき 1 種類のみのダウンロードになりますので、まず片

方をチェックした後、再度同じ手順でダウンロードします。 

４．取得するデータの種類 

 「全件」を選択します。 

５．パソコンの種類 

 「Win」を選択します。 

⇒ 「市区町村選択」を押下し、次の画面へ移ります。 

「コミュニティ介護」のページより、 

「介護サービス事業者情報ダウンロード」メニューを開きます。 

http://www.wam.go.jp


Ⅴ-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き、市町村の選択を行います。 

※ﾁｪｯｸを省略すると全市町村が選択された状態になります 

 

⇒ 「上記の条件で検索」を押下し、次の画面へ移ります。 

 

ポイント！ 

ダウンロードがブロックされたとき 

“ダウンロードがブロックされました”という黄色い情報バー

が表示された場合は、情報バーを左クリックします。 

ポップアップの「ファイルのダウンロード」を選択すると、 

ダウンロードが開始されます。 

 

《 注意 》 
ダウンロードが完了したら「<<戻る」から都道府県選択画面まで戻り、「取得する情報の種類」で選択されなかった 

「サービス事業者情報」または「介護報酬情報」をダウンロードします。 

※ダウンロードする際は、「取得する情報の種類」以外は全て同じ条件に設定して下さい。 

「ダウンロード開始」を押下します。 

Ⅴ．便利な機能 



Ⅴ-22 

 

 

② パソコンにダウンロードした２つのファイルを“解凍”し、それぞのファイルを同一のフォルダに格納します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解凍処理※ 

《 ポイント 》 

・ファイル名の頭文字がＳのファイル（サービス事業者情報）とＫのファイル（介護報酬情報）の２つがある事を確認して下さい。 

・解凍処理後のファイル（CSV）は、全て同一のフォルダに格納してください。 

Ⅴ．便利な機能 
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(２) 介護サービス事業者情報を Quickけあに取込む   《メニュー》 基本情報 -> 事業者 -> 介護サービス事業者 

 

① 「WAMNET情報取込」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「フォルダ指定」を押下し、ダウンロードしたファイルを格納したフォルダを指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．「ＷＡＭＮＥＴ情報取込」を押下します。 

ⅰ．「フォルダ指定」を押下します。 
ⅱ．フォルダの指定を行います。 

Ⅴ．便利な機能 
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③ 取り込みを行う事業所のサービス種類を選択し、「抽出」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 表示された事業所一覧から、取り込みを行う事業所にチェックし「事業所取込」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．取り込みを行う事業所のｻｰﾋﾞｽ種類を 

選択します。 

ⅱ．「抽出」を押下します。 

ⅰ．取り込みを行う

事業所にチェックし

ます。 

ⅱ．「事業所取込」 

を押下します。 

《抽出条件》 

一覧に表示された事業所を 

任意の項目で抽出することが

できます。 

Ⅴ．便利な機能 
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⑤ 取込み条件を選択し「設定」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規追加の場合】 

自事業所／他事業所のいずれかを選択します。 

地域包括支援センター以外は全て他事業所になります。 

【既に登録済みの場合】 

情報を上書きする項目を選択します。（複数選択可） 

※体制設備等の情報を選択した場合、WAMNET 上の

情報を新しい履歴として登録を行います。 

取込完了 

Ⅴ．便利な機能 

事業所の抽出条件 
WAMNETからダウンロードした介護サービス事業者ファイルには、多数の事業所情報が含まれております。 

取込み対象の事業所を探す場合は、事業所の抽出条件をご活用ください。 

 

Ｎｏ 項目 説明 検索種別 

１ 事業所番号 事業所番号から検索します。 前方一致 

２ 事業所名 事業所名の一部から検索します。 部分一致 

３ 事業所名カナ 事業所名フリガナから検索します。 部分一致 

４ 更新区分 

【Quickけあ上で未登録】 

手入力もWAMNET取込もしていない事業者情報 

【WAMNET上で更新】 

WAMNETから取込済の情報が、今回更新したと判断した情報 

－ 

５ 住所 住所の一部から検索します。 部分一致 

 



Ⅴ-26 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所一覧に表示される情報 
事業所一覧に表示される情報は以下の通りです。 
 
 

 

 

Ｎｏ 項目 説明 

１ Quickけあ登録方法 
○「手入力」：手入力した状態 

○「WAMNET」：WAMNET情報を取り込んだ状態 

２ Quickeけあ上異動日 WAMNET で登録した場合に限り、Quickけあに登録した日付が登録されます。 

３ WAMNET上異動日 
ダウンロードしたファイルに記録されている、当該事業所の情報が更新された日

付が表示されます。 

４ WAMNET更新有無 
抽出条件で“WAMNET 上で更新”を選択した場合、Quick ケア上異動日よりも

WAMNET上異動日が新しい場合「○」を表示します。 

 

 

Ⅴ．便利な機能 
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１２．体制設備一覧入力 
 
 
 Quickけあに登録されている全事業所の体制設備をサービス種類別に一覧入力することができます。 
 介護報酬改定などで体制設備の一括変更が必要な場合は、当機能をご利用下さい。 
  
(１) 体制設備の一覧入力を行なう 
 
① 事業所一覧より「体制設備一覧入力」を押下します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② サービス種類を選択し、変更を行う体制設備を選択します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．「体制設備一覧入力」を押下します 

ⅰ．サービス種類を選択します。 

一覧に表示される各サービス種類の体

制設備は、基準日に有効な項目が表示

されます。 

ⅱ．一覧入力を行なう体制設備を選択

します。 

ポイント！ 

体制設備の選択 

体制設備で選択された項目には、 

対象の項目に    が表示されます。 

Ⅴ．便利な機能 

［メニュー］：基本情報->事業者->介護サービス事業者 

Ⅴ．便利な機能 

注意事項 

体制設備の一括設定は、最新の体制設備

の履歴が対象になります。現在使用中の

事業所の体制設備が変更となった場合

は、使用しないで下さい。 
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③ 体制設備の入力を行います。入力の方法には個別設定と一括設定があります 

 
【 個別設定 】 
例：Quickけあ通所介護（予防）の運動機能向上体制を「あり」から「なし」へ変更する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．変更対象（なし）のセルをダブルクリ

ックします。 

「なし」の状態に変更されます。 

Ⅴ．便利な機能 
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【 一括設定 】 
例：登録されている全ての通所介護事業（予防）の運動機能向上体制を「あり」から「なし」へ変更する。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅰ．変更対象のサービス事業にチェック

を入れます。 

ⅱ．一括設定で「なし」を選択し、「実行」

を押下します。 

体制設備が一括で「なし」に変更されます。 

ⅲ．「はい」を押下します。 

体制設備が「あり」の状態 
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Ⅵ．ＦＡＱ 
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 Q&A 内容 

Q 月途中に利用者が転入した場合の登録方法 

A 転入後の介護保険情報を申請種別 ： 「転入」で登録し、基準日に転入日を設定します。 
請求データ自動作成後、転入前に該当する様式 7-2の認定有効期間および様式 11（給付管理票）の限
度額適用期間を転入前の情報に手動で修正します。 

 

【チェックポイント】 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇月途中の４月１０日に、利用者が転入してきた時の登録方法は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分状態 保険者 認定有効期間 
①転入前 佐賀市 20 年 10月 1日 ～ 21 年 9月 30日 
②転入後 福岡市 21 年 4月 10日 ～ 22 年 1月 31日 

② 転入後の介護保険被保険者証 

① 転入前の介護保険被保険者証 

例   題 

４月 

（ １日 ～ ９日 ） （ １０日 ～ ２８日 ） 
10日 

<要介護認定情報> 

□ 転入前の認定情報（認定有効期間）が介護保険証どおりに登録されている。 
□ 転入後の認定情報の申請種別が「転入」で介護険証どおりに登録されている。 
□ 転入後の認定情報の基準日に「転入日」が登録されている。 
□ 要介護認定情報の履歴が上から転入前⇒転入後の順序で登録されている。 
□ 転入前に該当する様式 7-2の認定有効期間が転入前の情報で登録されている。 
□ 転入前に該当する様式 11（給付管理票）の限度額適用期間が転入前の情報で登録されている。 
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操作方法 

 

■ 転入後の要介護認定情報を登録する 

《メニュー》 基本情報->利用者->利用者->介護保険情報（介護保険証／要介護認定情報） 

 

１．転入後の認定情報を「 新規 」から登録します。 

 

 
 

 

（注意） 

既に登録されている転入前の

認定情報は編集/削除せず、

被保険者証どおりに登録して

おいて下さい。 

 

 ２．申請種別で「 転入 」を選択し、基準日に「転入日」を設定します。 

 

 
 

 

転入前の認定情報は変更しません 

転入日を選択します 

「転入」を選択します 
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３．設定後、介護保険情報が以下のように登録されます。 

 

 

 
 

 

（注意） 

要介護認定情報の履歴は、下

方向に転入前⇒転入後の順

序で並ぶように登録してくださ

い。 

 

以上で介護保険情報の登録は完了です。 
 

 
 

 

転入前の認定情報の下に転入後の 
認定情報が登録されます。 

ポ イ ン ト 

 

■利用者が要支援の場合 

介護予防サービス（介護予防小規模多機能居宅介護を除く）利用者の場合は、日割り算定を行ないません。 
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■ 介護報酬請求データの作成 

《メニュー》 基本情報->保険者請求->介護報酬請求データ作成 

 

１．「請求データ自動作成」を実行後、請求データ一覧を押下します。 

 

 
 

 

 

２．各様式（様式 7-2、様式 11）が２枚ずつ作成されます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

様式 7-2が２枚（転入前と転入後の被保険者番号）作成されます。 

様式 11が２枚（転入前と転入後の被保険者番号）作成されます。 

様式 11 

様式 7-2 
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３．様式 7-2を選択し、「 転入前 」に該当する請求データを「 編集 」で開きます。 

 

 
 

 

（補足） 

転入前の請求データは、左図 

一覧画面の保険者番号で確認 

して下さい。 

 

４．「利用者詳細」タブの“要介護認定有効期間”を転入前の認定有効期間に変更します。 

 

 
 

 

（補足） 

変更終了後は「保存」を押下し

ます。 

 

転入前に該当する請求データを選択します。 

様式 7-2を選択します。 

転入前の認定有効期間に変更します。 
※転入前当初の認定期間を入力してください。 



Ⅵ-6 

 

５．様式 11（給付管理票）を選択し、「 転入前 」に該当する請求データを「 編集 」で開きます。 

 

 
 

 

（補足） 

転入前の請求データは、左図 

一覧画面の保険者番号で確認 

して下さい。 

 

６．「その他」タブの“限度額適用期間”を転入前の限度額適用期間に変更します。 

 

 

 
 

 

 

以上で介護報酬請求データの登録は完了です。 

転入前の請求データを選択します。 

様式 11を選択します。 

転入前の限度額適用期間に変更します。 
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 Q&A 内容 

Q 生活保護単独受給者が月途中で誕生日を境に介護保険併用となった場合の登録方法 

A 介護保険併用後の認定情報を、申請種別 ： 「生保単独→介護保険」で登録し基準日に誕生日前日の
日付を設定します。請求データ自動作成後、生活保護単独受給時の請求データの認定有効期間また

は限度額適用期間（給付管理票の場合のみ）を修正します。 

 

【チェックポイント】 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇月途中の４月１０日の誕生日（65歳）を境に、生活保護単独受給→介護保険併用となった場合の登録方法は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

区分状態 被保険者番号 認定有効期間 
①変更前 H111111111 20 年 10月 1日 ～ 21 年 9月 30日 
②変更後 5555555555 21 年 4月 9日 ～ 22 年 1月 31日 

□ 生活保護単独受給時の認定情報が介護保険証どおりに登録されている。 
□ 介護保険併用後の認定情報が申請種別 ： 「生保単独→介護保険」で介護保険証どおりに登録されている。 
□ 基準日に誕生日前日の日付が登録されている。 
□ 要介護認定情報の履歴が上から順に生活保護単独受給時⇒介護保険併用後の順序で登録されている。 
□ 生活保護単独受給時に該当する様式 7-2の認定有効期間が転入前の情報で登録されている。 
□ 生活保護単独受給時に様式 11（給付管理票）の限度額適用期間が転入前の情報で登録されている。。 

② 介 護 保 険  

① 生 活 保 護 法 （単 独） 

例   題 

４月 

（ １日 ～ ８日 ） （ ９日 ～ ２８日 ） 
９日 

誕生日

 
<要介護認定情報> 

５月 

① 生 活 保 護 法 （併 用） 
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操作方法 

 

■ 介護保険併用後の要介護認定情報登録 

《メニュー》 基本情報->利用者->利用者->介護保険情報 

 

１．介護保険併用後の認定情報を「 新規 」から登録します。 

 

 
 

 

（注意） 

既に登録されている変更前の

認定情報は編集/削除せず、

被保険者証どおりに登録して

おいて下さい。 

 

 

 

 ２．申請種別で「 生保単独→介護保険 」を選択し、基準日に「 誕生日前日 」の日付を設定します。 

 

 
 

 

変更前の認定情報は変更しません 

「生保単独→介護保険」を選択します。 

誕生日の前日の日付を設定します。 
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３．設定後、要介護認定情報が以下のように登録されます。 

 

 
 

 

（注意） 

要介護認定情報の履歴は、下

方向に変更前⇒変更後の順

序で並ぶように登録してくださ

い。 

 

以上で介護保険情報の登録は完了です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の認定情報の下に、変更後の 
認定情報が登録されます。 

ポ イ ン ト 

 

■ 対象者が要支援の場合（生活保護単独⇒介護保険） 

月途中で要支援の利用者が生活保護単独⇒介護保険になった場合は、明細書は２枚（生保単独と介護保険の被保険者番号）

の提出となり単独時と併用時のどちらに対しても月額報酬を算定し日割りで算定します。 
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■ 介護報酬請求データの作成 

《メニュー》 基本情報->保険者請求->介護報酬請求データ作成 

 

１．「請求データ自動作成」を実行後、請求データ一覧を押下します。 

 

 
 

 

 

 

２．各様式（様式 7-2、様式 11）が２枚（生保単独と介護保険の被保険者）作成されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

様式 7-2が２枚（生保単独と介護保険の被保険者）作成されます。 

様式 11が２枚（生保単独と介護保険の被保険者）作成されます。 
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３．様式 7-2を選択し、「生活保護単独受給時」の被保険者番号の請求データを「 編集 」で開きます。 

 

 

 
 

 

（補足） 

生活保護単独受給時の被保

険者番号は頭に Hがついたも

のになります。 

 

４．「利用者詳細」タブの“要介護認定有効期間”を生活保護単独受給時の認定有効期間に変更します。 

 

 
 

 

 

 

生活保護単独受給時の請求データを選択します。 
※被保険者番号がＨで始まるデータ 

様式 7-2 [予] 介護予防支援を選択します。 

生活保護単独受給時の認定有効期間に変更します。 
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５．様式 11にて生活保護単独受給時の被保険者番号の請求データを「 編集 」で開きます。 

 

 
 

 

（補足） 

生活保護単独受給時の被保

険者番号は頭に Hがついたも

のになります。 

 

６．「その他」タブの“限度額適用期間”を生活保護単独受給時の限度額適用期間に変更します。 

 

 
 

 

 

以上で介護報酬請求データの登録は完了です。 

 

 

様 11給付管理票を選択します。 

生活保護単独受給時の限度額適用期間に変更します。 

生活保護単独受給時の請求データを選択します。 
※被保険者番号がＨで始まるデータ 
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 Q&A 内容 

Q 「利用者基本情報」で過去の要介護認定情報を登録する場合 

A 「複写」を利用して要介護認定情報の並び替えを行います。 

 

 

 

 

 

 

◇ 交付年月日平２１年６月１日と平２０年２月１０日の要介護認定情報と並び替える場合は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

[メニュー]：基本情報->利用者->利用者（介護保険情報->介護保険証/要介護認定情報） 

 

 

 

 

 

 

 

例   題 

<要介護認定情報> 
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操作方法 

 

■ 要介護認定情報履歴並び替え処理 

《メニュー》 基本情報->利用者->利用者 

 

１．履歴の一番下の行に表示させる要介護認定情報を選択して「複写」を押下します。 

 

 
 

 

（注意） 

履歴の一番下の行には、登録

済みの要介護認定情報の中で

最新の情報を表示させる必要

があります。 

 

 ２．複写した要介護認定情報の「交付年月日」を任意の日付に変更して「設定」を押下します。 

 

 
 

 

（注意） 

交付年月日を変更せずに「設

定」を押下すると、交付年月日

が重複する為、エラーが表示さ

れ保存できません。 

 

（補足） 

交付年月日の日付は本来の

日付と 1日でも異なっていれば

保存可能です。※例では、平

成 21 年 6月 1日を平成 21 年

6月 2日に変更しています。 

 

 

交付年月日を任意の日付に変更します。 
(変更前の交付年月日は控えておきます) 

履歴の一番下の行に表示させる 
要介護認定情報を選択します。 
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３．複写元の要介護認定情報を選択して「削除」を押下します。 

 

 

 
 

 

（補足） 

複写された要介護認定情報は

一番下の行に追加されます。 

 

４．複写した要介護認定情報を選択して「編集」を押下します。 

 

 

 
 

 

 

複写元の行を選択します。 

複写された行を選択します。 
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５．「交付年月日」を本来の日付に修正して「設定」を押下します。 

 

 

 
 

 

 

６．交付年月日が本来の日付で表示されます。 

 

 

 
 

 

 

 

以上で要介護認定情報の並び替えは完了です。 

 

交付年月日を本来の日付に戻します。 

交付年月日が本来の日付で表示されます。 
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 Q&A 内容 

Q 月定額報酬サービス（介護予防通所介護等）と介護予防短期入所を併用利用した場合の登録方法 

A 介護予防短期入所及び介護予防特定施設入居者生活介護等のサービスを利用した期間を除き、月間

スケジュール画面にて月定額報酬サービスを日割りで登録します。 

 

 

 

 

 

 

6月に介護予防通所介護利用の利用者が 26・27・28日に介護予防短期入所を利用した場合の登録方法は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 算定区分 算定期間 
①予防通所 日割り 21 年 6月 1日 ～ 21 年 6月 25日 
②予防短期入所 日単位 21 年 6月 26日 ～ 21 年 6月 28日 
③予防通所 日割り 21 年 6月 29日 ～ 21 年 6月 30日 
④予防通所（運） 日割り（月額） 21 年 6月 1日  21 年 6月 30日 

  ④介護予防通所介護 （日割時算定用）運動器機能向上加算 

例   題 

<算定情報> 

  ①介護予防通所介護日割り 

４月 

②介護予防 

短期入所 

③介護予防 

通所介護日割り 

1 ～ 25 26・27・28 

 

29・30 
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操作方法 

 

■介護予防短期入所及び介護予防特定施設入居者生活介護等のサービスを利用した期間を除き、月間スケジュー

ル画面にて月定額報酬サービスを日割りで登録する。 

《メニュー》 介護予防支援 -> 月間スケジュール -> 月間スケジュール管理  

 

１．利用者を選択後、「◆チャート形式」を押下します。 

 

 
 

 

 

 ２．「月定額」を押下します。 

 

 
 

 

（補足） 

「月定額」ボタンより、月額報酬

サービスの単位を登録するこ

とができます。 
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３．「新規」を押下します。 

 

 
 

 

（ポイント） 

左記、手順３以降の「月定額サ

ービスの設定」は各システム共

通操作になります。 

 

４．介護予防短期入所生活介護サービス利用前の期間を設定します。（算定期間①） 

 

 
 

算定期間①(通所介護：前半) 

2009/06/01 ～ 2009/06/26 

 

「基本サービス・日割」を選択します。 

算定期間①を設定します。 
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５．登録された算定期間①を選択し、「複写」を押下します。 

 

 
 

 

（補足） 

「複写」を利用する事で、算定

期間②の登録が楽になりま

す。 

 

６．介護予防短期入所生活介護サービス利用後の期間を設定します。（算定期間②） 

 

 
 

算定期間③(通所介護：後半) 

2009/06/29 ～ 2009/06/30 

 

 

算定期間①が設定されます。 

算定期間③を設定します。 

「基本サービス・日割」を選択します。 



Ⅵ-21 

 

７．登録された算定期間①または②を選択し、「複写」を押下します。 

 

 
 

 

 

 

８．介護予防通所介護の（日割時算定用）運動器機能向上加算（算定期間④）を登録します。 

 

 
 

算定期間④(通所介護：加算) 

2009/06/01 ～ 2009/06/30 

 

（注意） 

加算項目の算定期間は 1 ヶ月

になります。 

 

（注意） 

加算項目が複数ある場合は、

加算別に履歴を分けて登録す

る必要があります。 

 

 

算定期間③が設定されます。 

算定期間④を設定します。 

「（日割時算定用）運動器機能向上加算」を選択します。 
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９．登録後、「設定」を押下します。 

 

 
 

 

 

 

以上で日割り算定の設定は完了です。 
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 Q&A 内容 

Q 「被保険者自己作成」による給付管理票（様式 11）の作成方法 

A 介護報酬請求データを作成後、様式11（給付管理票）を個別編集画面で開き、作成区分を「被保険者自
己作成」にチェックします。 

 

 

【チェックポイント】 
 

 

 

 

 

 

 

◇ ２１年５月の給付管理票を「被保険者自己作成」で作成したい場合は？ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例   題 

□ 様式 11（給付管理票）のデータに対し「被保険者自己作成」にチェックされている。 

図：給付管理票 
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操作方法 

 

■ 編集画面より「被保険者自己作成」にチェックする 

《メニュー》 保険者請求->介護報酬請求->介護報酬請求データ作成 

 

１．「請求データ自動作成」を実行後、「請求データ一覧」を押下します。 

 

 
 

 

 

 ２．「様１１ 給付管理票」を選択後、被保険者自己作成を行う利用者を「編集」で開きます。 

 

 

 
 

 

「様１１ 給付管理票」を選択します。 
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３．作成区分を「被保険者自己作成」に設定し、「保存」を押下します。 

 

 
 

 

 

 

以上で、被保険者自己作成設定は完了です。 

「被保険者自己作成」にチェックします。 
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 Q&A 内容 

Q 利用者一覧の（選択）画面に担当利用者が表示されない場合 

A 利用者抽出条件が設定されている為、対象者が非表示となっている可能性があります。 
利用者抽出条件を「クリア」し、再度検索して下さい。 

 

 

 

 

 

◇ Quick地域包括支援センターを利用中の利用者が平成２１年６月を境に表示されなくなった場合は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

[メニュー]：基本情報->利用者->利用者 

 

例   題 
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操作方法 

 

■利用者抽出条件をクリアする 

《メニュー》 基本情報->利用者->利用者 

 

１．「条件クリア」を押下します。 

 

 
 

 

（補足１） 

「条件クリア」を押下すると、登 

録されている全ての利用者が 

表示されます。 

 

（補足２） 

左の例では、以下の抽出条件

が有効となっています。 

①利用状況：当月利用・入所 

②給付区分：予防給付 

 

 ２．再度利用者を検索します。 

 

 

 
 

 

（補足１） 

本例では、予防陽子さんの 

「基準日（平成２１年６月６日）」 

に有効な要介護認定情報が 

登録されていなかった為、上記 

②の給付区分の条件で非表示 

となっていました。 

以上で、利用者抽出条件のクリアは、完了です。 
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 Q&A 内容 

Q 月間スケジュール管理画面に担当利用者が表示されない場合 

A サービス提供月に対する利用者の「介護保険証/要介護認定情報」または「利用状況」が正しく設定され
ているか、利用者基本情報を確認して下さい。それでも表示されない場合は抽出条件（介護支援専門

員）をクリアしてください。 

 

 

 
【チェックポイント】 

 
 

 

 

 

 

 

 

◇ 平成２１年６月の月間スケジュール画面に「予防 夢子さん」が表示されない場合は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[メニュー]：介護予防支援->月刊スケジュール->月間スケジュール管理 

 

例   題 

□ 利用者基本情報に対象者の「介護保険証/要介護認定情報」の「認定有効期間」が正しく設定されているか。 
□ 利用者基本情報に対象者の「利用状況」の「利用開始年月日」「利用終了年月日」が正しく設定されているか。 
□ 担当利用者の設定が行われているか。 
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■対象者の介護保険情報の「認定有効期間」が正しく設定されているか。 

《メニュー》 基本情報->利用者->利用者->介護保険情報->介護保険証/要介護認定情報 

 

１．「介護保険証/要介護認定情報」の「認定有効期間」を確認します。 

 

 
 

 

（ポイント） 

現在の認定有効期間が「平成

２１年５月３１日」で切れている

為、平成２１年６月の月間スケ

ジュール」には表示されませ

ん。 

 

 

 ２．新規に平成２１年６月１日から有効となる要介護認定情報を登録します。 

 

 
 

 

（ポイント） 

要介護認定を申請中の利用者

に対して月間スケジュールの

作成を行う場合は、要介護認

定情報を「申請中」として暫定

の情報を登録しておく必要が

あります。 

 

 

 

 

認定有効期間が平成２１年５月 
３１日できれています 

平成２１年６月１日から有効とな

る認定情報を登録します。 
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■利用状況の「利用開始年月日」「利用終了年月日」が正しく設定されているか。 

《メニュー》 基本情報->利用者->利用者->利用状況（居宅介護支援/介護予防支援） 

 

１．利用状況を確認します。 

 

 
 

 

（注意） 

利用開始年月日が翌年の「平

成２２年」に設定されている為

平成２１年６月時点の月間スケ

ジュールには表示されません。 

 

（ポイント） 

利用状況が未登録の場合は、

新規に登録を行う必要があり

ます。 

 

２．利用状況を修正し、「設定」を押下します。 

 

 
 

 

（注意） 

利用開始年月日を「２１年」に 

修正します。 

 

（補足） 

利用開始年月日の修正後に 

「設定」を押下します。 

 

利用開始が翌年の「平成２２年」

で設定されています。 

利用開始年を修正します。 
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■担当利用者が設定されているか 

《メニュー》 介護予防支援->その他->委託管理 

 

１．月間スケジュール管理画面の抽出条件（介護支援専門員）を「設定しない」に変更し再度検索してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．上記操作で対象者が表示される場合は委託管理より担当利用者の設定を行ってください。 

 

 
 

 

 

以上で、「介護保険証/要介護認定情報」および「利用状況」の確認は完了です。 

利用開始が翌年の「平成２２年」

で設定されています。 

介護支援専門員を「設定しない」に変更します。 

担当利用者の設定を行ってください。 

《メニュー》 介護予防支援->その他->委託管理 
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 Q&A 内容 

Q Ｑｕｉｃｋけあにログインできない場合 

A キーボードの「NumLock」キーを押下して NumLockを「オン」にすると数字が入力可能になります。 
また、パスワード入力時には CapsLockがオンに設定されていないか確認します。 

 

【チェックポイント】 

 
 

 

 

 

 

 

 

◇ 「Ｑｕｉｃｋけあ」のログイン時に職員ＩＤが入力できない場合は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例   題 

□ 「ＮｕｍLｏｃｋ」は「オン」になっているか。 
□ 「ＣａｐｓＬｏｃｋ」は「オフ」になっているか。 

テンキーで打ち込んでも、何も入力されない 
→NumLockオン処理へ 

キーボードで正しく入力しても、エラーになる 
→CapsLockオフ処理へ 
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操作方法 

■ NumＬｏｃｋオン処理 

 

１．「NumLock」キーを押下します。 

 

 
 

 

（補足） 

「NumLock」キーを押下すると 

ランプが点灯します。 

※ランプ表示はパソコンの機

種により異なります。 

 

 ２．「職員ＩＤ」が入力可能になります。 

 

 
 

 

 

以上で「NumLock」オンの処理は完了です。 

 

「NumLock」キーを押下します。 
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■ ＣａｐｓＬｏｃｋオフ処理 （パスワード設定時） 

 

１．ＳＨＩＦＴキーを押しながら、「ＣａｐｓＬｏｃｋ」キーを押下します。 

 

 
 

 

（補足） 

CapsLockの状態では、アルフ
ァベットが全て大文字で入力さ

れる為、正常にパスワード入

力できない可能性があります。 

 

 ２．「職員パスワード」が入力可能になります。 

 

 
 

 

（補足） 

職員パスワードは小文字で入

力されるようになります。 

 

以上で、「ＣａｐｓＬｏｃｋ」オフの処理は完了です。 
 

 

 

「SHIFT」を押しながら、「CapsLock」を押下します。 
→キーボードの CapsLockランプが消灯します 




